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江
淹
「
遂
古
篇
」
に
つ
い
て

―

郭
璞
『
山
海
経
』
注
と
の
関
わ
り
を
中
心
に―

松　

浦　

史　

子

緒
言

六
朝
後
期
に
活
き
た
詩
人
江
淹
（
四
四
四―

五
○
五
）
の
夢
に
、六
朝
初
め
に
活
き
た
詩
人
郭
璞
（
二
七
六―

三
二
四
）
が
出
現
し
、「
五

色
の
筆
」
を
返
還
す
る
よ
う
に
求
め
た
、
江
淹
が
懐
中
の
「
五
色
の
筆
」
を
郭
璞
に
返
し
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
江
淹
の
溢
れ
ん
ば
か
り

の
文
才
は
、
ぱ
っ
た
り
尽
き
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
著
名
な
故
事
が
あ（
１
）る

。
先
行
の
江
淹
研
究
で
は
、
こ
の
「
五
色
の
筆
」
故
事
成
立
の

背
景
に
、
郭
璞
か
ら
江
淹
へ
、
遊
仙
詩
風
の
継
承
関
係
が
あ
っ
た
事
が
指
摘
さ
れ
て
い（
２
）る

。
郭
璞
と
い
え
ば
、『
山
海
経
』
の
最
古
の
注

釈
者
と
し
て
も
名
高
い
が
、
郭
璞
の
死
後
、
百
二
十
年
の
の
ち
、
一
方
の
江
淹
が
『
山
海
経
』
の
闕
を
補
う
目
的
で
、『
赤
県
経
』
な
る

書
物
を
手
掛
け
た
と
い
う
史
伝
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
『
山
海
経
』
受
容
史
に
於
い
て
も
、
殆
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
の
注
目
す
べ
き
史
実
は
、今
、『
南
史
』「
江
淹
伝
」
に
「
嘗
て
『
赤
県
経
』
を
為
り
て
以
て
、『
山
海
』
の
闕
を
補
わ
ん
と
欲
す
る
も
、

竟
に
成
ら
ず
」
と
い
う
一
文
に
伝
え
ら
れ
て
い（
３
）る

。
現
在
、『
赤
県
経
』
と
い
う
名
称
の
書
物
は
伝
わ
ら
な
い
も
の
の
、
江
淹
の
著
作
に

関
す
る
最
古
の
集
注
本
『
江
文
通
集
彙
注
』
の
著
者
で
あ
る
明
の
胡
之
驥
は
、「
遂
古
篇
」
な
る
作
品
を
『
赤
県
経
』
の
内
容
を
彷
彿
と
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さ
せ
る
作
品
と
し
て
特
に
注
目
し
、
詳
注
を
施
し
て
い（
４
）る

。
確
か
に
、「
遂
古
篇
」
は
、
現
存
す
る
江
淹
の
作
品
の
な
か
で
も
『
山
海
経
』

中
の
往
古
と
域
外
の
時
空
を
最
も
色
濃
く
反
映
し
た
作
品
で
あ
り
、
失
わ
れ
た
『
赤
県
経
』
に
代
わ
り
、
江
淹
の
『
山
海
経
』
補
闕
作
業

を
う
か
が
わ
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
当
作
品
の
検
討
を
通
じ
て
、『
山
海
経
』
を
め
ぐ
り
、
江
淹
と
郭
璞
の
間

に
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
が
あ
っ
た
か
を
考
察
す
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
従
来
、『
山
海
経
』
の
研
究
で
は
空
白
と
さ
れ
て
き
た
、
六
朝
後
期

に
お
け
る
『
山
海
経
』
受
容
の
一
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
も
あ
る
。

１
、
郭
璞
と
江
淹
の
『
山
海
経
』
世
界

〝
天
下
第
一
の
奇
書
〞
と
称
さ
れ
る
『
山
海
経
』
は
、
そ
の
成
立
年
代
・
地
域
を
巡
っ
て
未
だ
に
諸
説
紛
々
で
あ
る
が
、
前
漢
代
ま
で

に
成
立
し
た
神
話
的
地
誌
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
概
ね
一
致
を
見
て
い
る
。
歴
代
の
評
価
も
様
々
だ
が
、
中
で
も
漢
の
司
馬
遷
が
『
山
海

経
』
を
虚
妄
の
書
と
し
た
評
は
著
名
で
あ（
５
）る

。
こ
う
し
た
酷
評
に
対
し
、『
山
海
経
』
に
伝
え
ら
れ
る
世
界
の
実
在
を
説
か
ん
と（
６
）し

、
こ

の
奇
書
に
対
し
て
初
め
て
本
格
的
に
注
釈
を
加
え
た
の
が
、
六
朝
東
晋
に
現
れ
た
博
物
学
者
・
郭
璞
で
あ
っ
た
。
郭
璞
、
字
は
景
純
。
陰

陽
暦
数
に
長
け
、
神
秘
の
世
界
に
通
じ
た
と
伝
え
ら
れ
る
郭
璞
は
、「
遊
仙
詩
」「
江
賦
」
等
の
文
学
作
品
で
知
ら
れ
る
が
、
膨
大
な
博
物

学
的
知
識
に
基
づ
く
注
釈
の
業
績
で
も
名
高
い
。
そ
の
注
釈
の
対
象
に
は
、『
爾
雅
』
等
の
小
学
類
の
ほ
か
、『
山
海
経
』『
穆
天
子
伝
』『
楚

辞
』
と
い
っ
た
、
正
統
儒
家
に
属
さ
な
い
神
話
的
内
容
を
持
つ
書
物
が
多
く
選
ば
れ
た
事
を
特
徴
と
す
る
。

で
は
、
郭
璞
か
ら
百
二
十
年
の
ち
、
六
朝
宋
斉
梁
の
三
代
を
活
き
た
詩
人
・
江
淹
は
、
こ
の
『
山
海
経
』
の
世
界
を
如
何
に
受
容
し
た

の
だ
ろ
う
か
。
江
淹
、
字
は
文
通
。
江
淹
の
文
学
は
、
通
常
、『
文
選
』
に
所
載
さ
れ
る
模
擬
的
作
品
や
、「
別
賦
」「
恨
賦
」
な
ど
の
叙
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情
的
作
品
で
知
ら
れ
る
が
、
他
方
、
神
仙
道
教
的
な
興
味
を
伴
い
つ
つ
、
虹
や
鉱
物
な
ど
の
奇
異
で
神
秘
的
な
事
象
を
詠
ん
だ
作
品
も
少

な
く
な
い
。
こ
う
し
た
江
淹
の
神
秘
嗜
好
に
着
目
し
た
の
は
、
日
本
で
は
高
橋
和
巳
氏
（
一
九
六
八
）、
中
国
で
は
曹
道
衡
氏
に
よ
る
論

究
（
一
九
八
四
）
が
早
い
（
前
掲
脚
注
二
）。
両
氏
は
共
に
、
先
述
の
「
五
色
の
筆
」
故
事
成
立
の
背
景
と
し
て
、
郭
璞
か
ら
江
淹
へ
遊

仙
詩
風
の
継
承
関
係
の
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
『
山
海
経
』
世
界
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
他
方
、

黒
田
真
美
子
氏
は
、郭
璞
の
遊
仙
詩
に
『
山
海
経
』
的
描
写
の
あ
る
事
を
指
摘
し
た
興
膳
宏
氏
の
郭
璞
研
究
（
一
九
六
四
）
を
手
が
か
り
に
、

江
淹
の
神
秘
的
な
叙
景
詩
に
も
郭
璞
の
『
山
海
経
』
的
描
写
法
に
似
た
特
徴
が
見
ら
れ
る
事
に
着
目
し
、
こ
う
し
た
江
淹
の
特
色
を
示
す

作
品
と
し
て
「
赤
虹
賦
」
を
採
り
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
氏
の
論
考
は
主
に
色
彩
語
の
検
討
に
と
ど
ま
り
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
江
淹
に

お
い
て
持
つ
意
味
は
充
分
考
察
は
さ
れ
て
い
な
い
（
二
○
○
一（
７
））。

こ
れ
に
対
し
、
筆
者
は
か
つ
て
、
科
学
者
の
様
な
目
で
虹
や
本
草
鉱

物
な
ど
の
珍
奇
な
物
象
を
観
察
・
描
写
す
る
姿
勢
こ
そ
は
、
江
淹
文
学
の
中
核
を
な
す
重
要
な
特
徴
で
あ
る
事
を
指
摘
し
、
江
淹
の
こ
う

し
た
嗜
好
が
神
仙
道
教
へ
の
強
い
興
味
と
相
俟
っ
て
、『
山
海
経
』
の
記
述
を
実
在
の
も
の
と
し
て
探
求
す
る
郭
璞
の
『
山
海
経
』
世
界

観
を
継
承
発
展
さ
せ
た
こ
と
を
論
じ
た
（
二
○
○
二（
８
））。

本
稿
は
、「
遂
古
篇
」
を
通
し
て
、江
淹
と
『
山
海
経
』
と
の
関
わ
り
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
あ
る
。
ま
ず
、郭
璞
と
江
淹
の
『
山

海
経
』
世
界
へ
の
興
味
に
は
、
そ
の
基
礎
に
共
通
す
る
資
質
や
業
績
の
あ
る
事
に
着
目
し
た
い
。
そ
れ
を
、
①
汲
冢
書
と
古
字
古
物
愛
好
、

②
史
書
の
編
纂
と
い
う
、
二
つ
の
事
項
に
確
認
し
て
み
よ
う
。
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１―

１
、
『
山
海
経
』
と
汲
冢
書

―

及
び
古
字
古
物
愛
好

『
山
海
経
』
世
界
の
実
在
を
主
張
す
る
際
に
、
郭
璞
が
、
特
に
重
要
な
論
拠
と
し
て
注
釈
に
大
量
に
引
用
し
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
汲
冢

書
で
あ
っ
た
。
汲
冢
書
と
は
、
晋
の
御
代
、
汲
縣
に
あ
る
襄
王
の
墓
か
ら
出
土
し
た
大
量
の
竹
簡
の
事
で
あ
る
。
忽
然
と
開
か
れ
た
往
古

へ
の
扉
に
、
当
時
の
学
界
は
騒
然
と
し
た
。
そ
の
う
ち
『
穆
天
子
伝
』『
竹
書
紀
年
』
は
、『
山
海
経
』
の
内
容
と
重
な
っ
て
い
た
た
め
、

郭
璞
は
、
こ
れ
ら
を
『
山
海
経
』
の
信
憑
性
を
主
張
す
る
重
要
な
論
拠
と
し
て
注
釈
に
多
く
引
用
し
て
い（
９
）る

。
汲
冢
書
は
ま
た
古
代
の
科

斗
文
字
で
書
か
れ
て
い
た
。
古
墓
か
ら
突
如
出
現
し
た
古
代
文
字
躍
る
こ
の
汲
冢
書
が
、
古
文
字
愛
好
の
伝
え
ら
れ
る
郭
璞
の
情
熱
を
駆

り
立
て
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
（
10
）

な
い
。
さ
ら
に
、
汲
冢
か
ら
は
古
簡
と
共
に
古
の
銅
剣
が
出
土
し
て
い
る
が
、
郭
璞
は
、
そ

れ
を
古
書
『
尸
子
』
に
伝
え
ら
れ
る
名
剣
の
存
在
が
証
明
さ
れ
た
例
と
し
て
、『
山
海
経
図
讃
』「
赤
銅
讃
」
に
讃
し
て
（
11
）

い
る
。

一
方
、
江
淹
の
文
学
に
も
汲
冢
書
を
素
材
と
す
る
作
品
が
少
な
く
な
く
、
汲
冢
書
の
描
く
世
界
へ
の
高
い
関
心
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、

従
来
の
江
淹
研
究
で
は
、『
彙
注
』『
校
注
』
に
注
釈
と
し
て
引
用
が
あ
る
の
に
留
（
12
）

ま
り
、
汲
冢
書
世
界
が
江
淹
文
学
に
お
い
て
持
つ
意

味
の
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
新
た
に
注
目
す
る
の
は
、
江
淹
の
汲
冢
書
受
容
の
土
壌
に
は
、
郭
璞
同
様
の
古

字
古
物
愛
好
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
南
史
』「
江
淹
伝
」
の
記
載
か
ら
は
、
江
淹
が
汲
冢
書
に
用
い
ら
れ
る
科
斗
文

字
を
あ
る
程
度
理
解
出
来
た
こ
と
が
看
取
さ
（
13
）

れ
る
。
ま
た
、
江
淹
に
は
、
旧
宮
の
近
く
か
ら
古
の
銅
剣
が
出
土
し
た
際
、
知
人
か
ら
そ

の
真
偽
を
問
わ
れ
、
該
博
な
知
識
を
以
て
往
古
の
銅
兵
器
文
化
の
存
在
を
説
く
「
銅
剣
讃
」
と
い
う
風
変
わ
り
な
作
品
が
あ
る
が
、
そ
の

冒
頭
に
ま
ず
述
べ
る
の
が
、『
山
海
経
』
の
「
赤
銅
」
の
記
載
と
そ
の
郭
璞
注
な
の
で
（
14
）

あ
る
。
そ
こ
に
は
『
尸
子
』
や
『
越
絶
書
』、
汲
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冢
書
『
逸
周
書
』
等
の
古
書
に
伝
え
ら
れ
る
古
の
名
銅
剣
へ
の
言
及
と
と
も
に
、
郭
璞
『
山
海
経
図
讃
』
に
も
讃
じ
ら
れ
る
汲
冢
出
土
の

古
銅
剣
へ
の
言
及
が
見
え
て
い
る
。
か
く
て
、
江
淹
が
、
古
墓
か
ら
出
土
し
た
古
の
銅
剣
の
奇
異
な
る
こ
と
に
感
動
し
、
真
っ
先
に
想
起

し
た
の
が
郭
璞
『
山
海
経
』
注
で
あ
っ
た
事
は
、江
淹
の
『
山
海
経
』
受
容
の
性
質
を
考
え
る
上
で
極
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
ろ
う
。

江
淹
よ
り
遡
る
こ
と
百
二
十
年
の
昔
、
汲
冢
か
ら
出
土
し
た
古
剣
を
得
て
、
郭
璞
は
往
古
の
世
界
が
実
証
さ
れ
た
と
そ
の
喜
び
を
語
っ
た
。

「
銅
剣
讃
」
の
筆
を
執
っ
て
い
た
と
き
の
江
淹
が
、
郭
璞
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
実
感
し
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。「
銅
剣
讃
」
の
冒
頭

の
記
述
は
、
古
物
を
目
に
し
た
江
淹
の
胸
の
高
鳴
り
を
活
き
活
き
と
伝
え
る
の
で
あ
る
。

「
銅
剣
讃
」
に
は
、
ま
た
、
往
古
の
銅
兵
器
文
化
の
存
在
を
証
明
せ
ん
と
し
て
、
江
淹
が
呉
興
（
今
の
福
建
省
）
に
左
遷
さ
れ
て
い
た

折
（
三
十
一
〜
三
十
四
才
迄
）
に
、
自
ら
目
に
し
た
古
の
銅
箭
鏑
や
銅
斧
な
ど
に
就
い
て
言
及
す
る
詩
句
も
（
15
）

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
古

の
世
界
が
眼
前
に
存
在
す
る
モ
ノ
に
よ
っ
て
、
証
明
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
興
を
覚
え
る
江
淹
の
感
性
に
は
、『
江
文
通
集
』「
自
序
」
に
自

ら
「
愛
奇
尚
異
」
と
表
白
す
る
、「
奇
異
」
な
る
事
象
に
対
す
る
愛
好
を
指
摘
す
べ
き
で
あ
（
16
）

ろ
う
。
ま
た
、
以
前
、
拙
稿
で
も
指
摘
し

た
よ
う
に
（
二
○
○
二
）、
こ
う
し
た
奇
異
な
る
事
物
へ
の
生
来
の
嗜
好
は
、
天
文
地
理
・
本
草
鉱
物
と
い
う
自
然
の
産
む
珍
奇
で
神
秘

的
な
事
象
を
詠
題
と
す
る
こ
と
に
於
い
て
、
江
淹
文
学
が
通
史
的
・
同
時
代
的
に
み
て
も
突
出
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
傍
証

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
、
郭
璞
に
通
じ
る
資
質
と
し
て
、
か
つ
ま
た
、
江
淹
を
『
山
海
経
』
に
向
か
わ
せ
た
大
き
な
動
因
と
し
て
、

こ
こ
で
再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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１―

２
、
『
山
海
経
』
と
史
書

―

江
淹
『
齊
史
』「
十
志
」
の
編
纂

「
遂
古
篇
」
本
文
の
検
討
で
も
詳
述
す
る
よ
う
に
、
郭
璞
が
『
山
海
経
』
世
界
の
実
在
を
解
く
た
め
に
重
要
な
論
拠
と
し
た
も
の
に
は
、

汲
冢
書
に
加
え
て
、
史
書
の
辺
境
志
が
あ
っ
た
。
六
朝
時
代
に
至
り
、
こ
れ
ま
で
経
書
の
一
部
で
あ
っ
た
史
部
が
独
立
し
、
多
く
の
史
書

が
編
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
の
は
概
ね
寒
門
の
士
人
達
で
あ
っ
た
が
、
郭
璞
も
そ
の
例
に
漏
れ
ず
、『
晋
史
』

の
編
纂
を
行
っ
て
（
17
）

い
る
。

一
方
、
江
淹
も
史
家
と
し
て
優
れ
た
業
績
を
残
し
て
お
り
、
中
で
も
特
に
名
高
い
の
が
、『
斉
史
』「
十
志
」
の
編
纂
で
（
18
）

あ
る
。
唐
の

劉
知
幾
『
史
通
』
に
は
、
こ
の
『
斉
史
』
編
纂
の
命
を
受
け
た
江
淹
が
、
史
書
に
於
い
て
は
「
志
」
の
編
纂
が
最
も
難
し
い
と
言
い
、「
十

志
」
を
ま
ず
先
に
記
し
て
そ
の
才
を
現
し
た
、
と
の
記
述
が
見
え
て
（
19
）

い
る
。『
南
斉
書
』「
文
学
・
檀
超
伝
」
は
、
そ
の
「
十
志
」
の
具

体
的
内
容
を
、
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

建
元
二
年
、
初
置
史
官
、
以
超
與
驃
騎
記
室
江
淹
史
職
。・・・
立
十
志
；
律
暦
、
禮
樂
、
天
文
、
五
行
、
郊
祀
、
刑
法
、
藝
文
依
班
固
，

朝
會
、
輿
服
依
蔡
邕
、
司
馬
彪
，
州
郡
依
徐
爰
。
百
官
依
范
曄
、
合
州
郡
。
班
固
五
星
載
天
文
、
日
蝕
載
五
行
；
改
日
蝕
入
天
文
志
。

【
訳
】建
元
二
年
（
四
八
○
）、
初
め
て
史
官
を
置
き
、
檀
超
と
驃
騎
記
室
江
淹
を
史
職
と
し
た
。・
・
・
十
志
を
立
て
た
；
（
す
な
わ

ち
）「
律
曆
志
」、「
禮
樂
志
」、「
天
文
志
」、「
五
行
志
」、「
郊
祀
志
」、「
刑
法
志
」、「
藝
文
志
」
は
班
固
（
の
『
漢
書
』）
に
依
り
、「
朝

會
志
」、「
輿
服
志
」
は
蔡
邕
（
の
『
（
20
）

漢
史
』
？
）・
司
馬
彪
（
の
『
続
漢
書
』）
に
依
り
、「
州
郡
志
」
は
徐
爰
（
の
『
宋
書
』）
に

依
り
、「
百
官
志
」
は
范
曄
（
の
『
後
漢
書
』）
に
依
り
、「
州
郡
志
」
と
あ
わ
せ
た
。
班
固
（
の
『
漢
書
』）
は
「
五
星
」
を
「
天
文

― 102 ―

東
洋

化
硏
究
所
紀
要　

第
百
五
十
一
册



志
」
に
載
せ
、「
日
蝕
」
を
「
五
行
志
」
に
載
せ
る
が
、『
斉
史
』
で
は
「
日
蝕
」
を
改
め
て
「
天
文
志
」
に
入
れ
た
。

（『
南
斉
書
』「
文
学
・
檀
超
伝
」）

こ
の
『
南
斉
書
』
の
記
述
と
『
史
通
』
の
記
述
を
併
せ
て
判
る
の
は
、
史
書
の
「
志
」
の
編
纂
に
は
、
天
文
地
理
・
五
行
な
ど
に
関
す

る
博
物
的
知
識
が
必
要
で
あ
り
、
江
淹
は
そ
の
博
学
を
か
わ
れ
て
「
志
」
の
編
纂
に
あ
た
り
、
高
く
評
価
さ
れ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
さ

ら
に
注
目
す
べ
き
は
、江
淹
が
、『
斉
史
』
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
、概
ね
漢
代
を
対
象
と
す
る
史
書
に
範
を
採
り
つ
つ
、地
理
志
で
あ
る
「
州

郡
志
」
の
み
を
徐
爰
の
『
宋
書
』
に
範
を
採
り
、
最
新
の
地
理
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
最
新
の
地
誌
へ
の
着

目
は
、
後
述
す
る
江
淹
の
『
山
海
経
』
補
欠
作
業
へ
の
動
機
と
も
密
接
に
結
び
つ
く
た
め
、
特
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

以
上
、
江
淹
と
郭
璞
に
於
け
る
『
山
海
経
』
受
容
を
検
討
す
る
上
で
不
可
欠
の
、
両
者
に
共
通
す
る
資
質
や
業
績
に
つ
い
て
確
認
し
た
。

次
に
、「
遂
古
篇
」
の
検
討
を
通
じ
て
、
郭
璞
の
受
容
し
た
『
山
海
経
』
を
江
淹
が
如
何
に
継
承
発
展
さ
せ
た
か
を
見
て
み
た
い
。

２
、
江
淹
「
遂
古
篇
」
の
検
討―

郭
璞
注
と
の
関
わ
り

２―

１
、
先
行
研
究
と
そ
の
問
題
点

こ
れ
ま
で
江
淹
「
遂
古
篇
」
は
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
検
討
に
当
た
り
、
ま
ず
「
遂
古
篇
」
が
『
楚
辞
』「
天

問
」
に
倣
い
、四
字
句
を
連
ね
て
天
地
開
闢
や
神
々
の
世
界
へ
の
疑
問
を
述
べ
る
形
を
採
っ
て
い
る
こ
と
、但
し
、「
天
問
」
と
は
異
な
り
、

疑
問
句
ば
か
り
を
連
ね
た
も
の
で
は
無
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

先
行
す
る
評
に
於
い
て
は
、
こ
う
し
た
『
楚
辞
』「
天
問
」
と
の
関
わ
り
に
加
え
、「
遂
古
篇
」
が
「
篇
」
の
文
体
を
採
る
韻
文
で
あ
る
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事
な
ど
か
ら
、
こ
れ
を
文
学
作
品
と
し
て
扱
う
評
も
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
王
琳
氏
は
、
江
淹
の
『
楚
辞
』
的
な
擬
古
文
学
を
検
討
す

る
際
に
引
用
し
（
一
九
八
八
）、
蕭
合
姿
氏
は
玄
言
詩
の
類
例
の
一
つ
と
し
て
大
要
を
示
し
て
い
る
（
二
○
（
21
）

○
○
）。
一
方
、
そ
の
内
容

は
『
山
海
経
』
に
対
す
る
補
欠
と
質
疑
に
近
い
と
い
い
、『
赤
県
経
』
編
簒
と
の
関
わ
り
を
示
し
た
『
江
淹
集
校
注
』（
前
掲
注
四
）
で
は
、

特
に
儒
仏
道
三
教
か
ら
の
影
響
を
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
思
想
的
側
面
に
着
目
す
る
評
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
恐
ら
く
そ
の
複

雑
な
内
容
に
因
っ
て
、「
遂
古
篇
」
へ
の
評
も
ま
た
様
々
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
先
行
評
の
う
ち
本
稿
の
内
容
と
大
き
く
関
わ
る
も
の
は
、

「
遂
古
篇
」
と
『
楚
辞
』「
天
問
」
と
の
関
係
を
検
討
し
た
石
本
道
明
氏
の
論
究
（
二
○
○
四
）
で
（
22
）

あ
る
。
石
本
氏
に
よ
れ
ば
、「
遂
古
篇
」

は
「
天
問
」
を
継
承
す
る
も
の
と
は
言
え
ず
、
江
淹
は
自
身
の
“
神
秘
趣
味
”
の
発
露
の
手
段
と
し
て
「
天
問
」
を
用
い
る
だ
け
で
あ
る

と
い
う
。「
天
問
」
の
継
承
を
否
定
す
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
石
本
氏
は
「
遂
古
篇
」
で
発
せ
ら
れ
る
江
淹
の
造
化
へ
の
疑
問
は
、「
天

問
」
の
様
に
神
話
世
界
に
対
す
る
根
源
的
疑
問
で
は
な
く
、
事
実
の
正
否
を
中
心
と
す
る
外
面
的
・
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
、
そ

れ
は
、
江
淹
文
学
に
特
徴
的
な
感
傷
性
に
依
る
た
め
で
あ
る
、
と
す
る
。
つ
ま
り
、
江
淹
の
感
傷
的
で
繊
弱
な
文
学
的
気
質
ゆ
え
に
、「
遂

古
篇
」
も
ま
た
「
天
問
」
を
継
承
し
え
ず
、
神
秘
的
事
象
の
博
捜
に
留
ま
る
、
と
い
う
の
が
石
本
氏
の
主
張
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
次
の

二
点
に
お
い
て
疑
問
が
あ
る
。

ま
ず
、「
遂
古
篇
」
の
成
立
年
代
の
問
題
が
あ
る
。
江
淹
の
自
選
集
の
変
遷
を
検
討
し
た
中
野
将
氏
に
拠
（
23
）

れ
ば
、『
江
淹
集
』
に
は
、本
来
、

前
集
と
後
集
と
が
あ
り
、現
行
の
も
の
は
江
淹
が
四
十
才
位
迄
に
編
ん
だ
『
前
集
』
に
当
た
る
と
（
24
）

い
う
。
中
野
氏
は
、ま
た
、現
行
の
『
江

淹
集
』
に
は
、
本
来
『
後
集
』
所
収
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
作
品
も
採
録
さ
れ
て
い
る
と
し
、
そ
れ
ら
が
思
想
的
な
文
章
や
国
家
に
関
わ

る
祭
祀
文
な
ど
、
明
ら
か
に
前
半
生
の
感
傷
的
文
学
と
は
質
が
異
な
る
作
品
で
あ
る
点
を
指
摘
す
る
の
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
中
野
氏

が
「
遂
古
篇
」
も
ま
た
、
江
淹
後
半
生
の
作
例
で
あ
る
と
み
な
す
点
で
あ
る
。
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江
淹
の
文
章
の
質
的
変
化
に
つ
い
て
は
、
呉
興
左
遷
後
の
身
分
的
変
化
も
恐
ら
く
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
江
淹
は
左
遷
後
、
三
十
四

才
か
ら
三
十
九
才
迄
は
蕭
道
成
（
斉
高
帝
）
に
、
そ
の
後
、
五
十
才
迄
は
蕭
鸞
（
後
の
斉
明
帝
）
の
下
に
仕
え
、
一
気
に
官
途
を
上
り
詰

め
て
い
く
の
だ
が
、
史
書
に
よ
れ
ば
こ
の
時
期
の
江
淹
は
、
主
に
、
詔
策
作
製
や
国
史
編
纂
に
携
っ
て
（
25
）

い
る
。「
遂
古
篇
」
が
、
左
遷

か
ら
戻
っ
た
江
淹
が
官
僚
と
し
て
詔
策
や
軍
令
・
祭
祀
文
な
ど
の
国
家
的
文
章
、
或
い
は
思
想
的
文
章
の
執
筆
に
従
事
し
た
後
半
生
の
作

品
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
神
秘
的
事
象
の
博
捜
に
留
ま
る
と
し
、
そ
の
理
由
に
、
前
半
生
の
江
淹
文
学
に
特
徴
的
な
「
感
傷
性
」
を

推
す
石
本
氏
の
指
摘
は
当
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
二
点
目
と
し
て
、『
山
海
経
』
に
対
す
る
姿
勢
が
あ
げ
ら
れ
る
。〝
古
・
奇
・
異
〞
な
る
事
象
に
興
味
を
持
つ
こ
と
が
、
江
淹
と

郭
璞
に
共
通
す
る
資
質
で
あ
る
事
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
だ
が
、『
山
海
経
』及
び
郭
璞
注
と
の
関
わ
り
か
ら
見
直
す
と
き
、江
淹「
遂
古
篇
」

に
は
、
単
な
る
「
神
秘
主
義
」
に
は
留
ま
ら
な
い
、『
山
海
経
』
世
界
へ
の
科
学
的
・
実
証
的
姿
勢
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、「
遂

古
篇
」
本
文
を
読
ん
で
そ
の
姿
勢
を
確
認
し
て
み
た
い
。

２―

２
、
本
文
検
討

「
遂
古
篇
」
は
、
内
容
的
に
は
四
段
落
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
序
文
」
と
結
び
の
「
乱
」
に
当
た
る
文
が
加
わ
っ
た
構
成
と
な
っ

て
い
る
。
次
に
そ
の
全
文
を
掲
げ
、
要
旨
を
段
落
毎
に
示
す
。（
段
落
の
分
け
方
は
『
校
注
』
に
拠
る
。）

【
江
淹
「
遂
古
篇
」
并
序
全
文
】（
傍
線
は
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
箇
所
。）

　

僕
嘗
爲
『
造
化
篇
』、
以
學
古
制
今
。
觸
類
而
廣
之
、
復
有
此
文
、
兼
象
『
天
問
』、
以
遊
思
云
爾
。
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第
一
段
落
聞
之
遂
古
、
大
火
然
兮
。
水
亦
溟
涬
、
無
涯
邊
兮
。
女
媧
煉
石
、
補
蒼
天
兮
。
共
工
所
觸
、
不
周
山
兮
。
河
洛
交
戰
、

寧
深
淵
兮
。
黄
炎
共
門
、
涿
鹿
川
兮
。
女
岐
九
子
、
爲
氏
先
兮
。
蚩
尤
鑄
兵
、
幾
千
年
兮
。
十
日
並
出
、
堯
之
間
兮
。
羿
廼
斃
日
、

事
豈
然
兮
。
常
娥
奔
月
、
誰
所
傳
兮
。
豊
隆
騎
雲
、
爲
靈
仙
兮
。
夏
開
乘
龍
、
何
因
縁
兮
。
傅
説
託
星
、
安
得
宣
兮
。
夸
父
鄧
林
、

義
亦
艱
兮
。
建
木
千
里
、
烏
易
論
兮
。
穆
王
周
流
、
往
復
旋
兮
。
河
宗
王
母
、
可
與
言
兮
。
青
鳥
所
解
、
路
誠
亶
兮
。
五
色
玉
石
、

出
西
偏
兮
。
崑
崙
之
墟
、
海
此
間
兮
。
去
彼
宗
周
、
萬
二
千
兮
。『
山
經
』
古
書
、
亂
編
篇
兮
。
郭
釋
有
兩
、
未
精
堅
兮
。

第
二
段
落
上
有
剛
氣
、
道
家
言
兮
。
日
月
五
星
、
皆
虚
懸
兮
。
倒
景
去
地
、
出
雲
烟
兮
。
九
地
之
下
、
如
有
天
兮
。
土
伯
九
約
、

寧
若
先
兮
。
西
方
蓐
収
、
司
金
門
兮
。
北
極
禺
強
、
爲
常
存
兮
。
帝
之
二
女
、
遊
湘
沅
兮
。
霄
明
燭
光
、
向
焜
煌
兮
。
太
一
司
命
、

鬼
之
元
兮
。
山
鬼
國
殤
、
爲
遊
魂
兮
。
迦
維
羅
衞
、
道
最
尊
兮
。
黄
金
之
身
、
誰
能
原
兮
。
恒
星
不
見
、
頗
可
論
兮
。
其
説
彬
炳
、

多
聖
言
兮
。
六
合
之
内
、
心
常
渾
兮
。
幽
明
詭
性
、
令
智
惛
兮
。

第
三
段
落
河
圖
洛
書
、
爲
信
然
兮
。
孔
甲
養
龍
、
古
共
傳
兮
。
禹
時
防
風
、
處
隅
山
兮
。
春
秋
長
狄
、
生
何
邊
兮
。
臨
洮
所
見
、

又
何
縁
兮
。
蓬
莱
之
水
、
淺
於
前
兮
。
東
海
之
波
、
爲
桑
田
兮
。
山
崩
邑
淪
、
寧
幾
千
兮
。
石
生
土
長
、
必
積
年
兮
。
漢
鑿
昆
明
、

灰
炭
全
兮
。
魏
開
濟
渠
、
螺
蚌
堅
兮
。
白
日
再
中
、
誰
使
然
兮
。
北
斗
不
見
、
藏
何
間
兮
。
建
章
鳳
闕
、
神
光
連
兮
。
未
央
鐘

生
花
鮮
兮
。
銅
爲
兵
器
、
秦
之
前
兮
。
丈
夫
衣
綵
、
六
國
先
兮
。
周
時
女
子
、
出
世
間
兮
。
班
君
絲
履
、
遊
太
山
兮
。
人
鬼
之
際
、

有
隱
淪
兮
。

第
四
段
落
四
海
之
外
、
孰
方
圓
兮
。
沃
沮
肅
慎
、
東
北
邊
兮
。
長
臂
兩
面
、
亦
乘
船
兮
。
東
南
倭
國
、
皆
文
身
兮
。
其
外
黒
齒
、

次
裸
民
兮
。
侏
儒
三
尺
、
並
爲
隣
兮
。
西
北
丁
零
、
又
烏
孫
兮
。
車
師
月
支
、
種
類
繁
兮
。
馬
蹄
之
國
、
善
騰
奔
兮
。
西
南
烏
弋
、
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及

賓
兮
。
天
竺
于
闐
、
皆
胡
人
兮
。
條
支
安
息
、
西
海

兮
。
人
迹
所
極
、
至
大
秦
兮
。
珊
瑚
明
珠
、
銅
金
銀
兮
。
瑠
璃
瑪
瑙
、

來
雜
陳
兮
。
硨
磲
水
精
、
莫
非
真
兮
。
雄
黄
雌
石
、
出
山
垠
兮
。
青
白
蓮
花
、
被
水
濱
兮
。
宮
殿
樓
觀
、
並
七
珍
兮
。
窮
隆
溟
海
、

又
有
民
兮
。
長
股
深
目
、
豈
君
臣
兮
。
丈
夫
女
子
、
及
三
身
兮
。
穿
胸
反
舌
、
一
臂
人
兮
。
跂
踵
交
脛
、
與
羽
民
兮
。
不
死
之
國
、

皆
何
因
兮
。

茫
茫
造
化
、
理
難
循
兮
。
聖
者
不
測
、
況
庸
倫
兮
。
筆
墨
之
暇
、
爲
此
文
兮
。
薄
暮
雷
電
、
聊
以
忘
憂
、
又
示
君
子
。

【
第
一
段
落
】、
前
半
で
は
天
地
開
闢
と
往
古
の
神
々
の
世
界
の
世
界
が
展
開
さ
れ
、
後
半
に
は
穆
王
の
西
征
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

【
第
二
段
落
】、
道
家
的
天
地
構
造
を
述
べ
た
あ
と
天
地
四
方
の
神
々
を
羅
列
し
、
後
半
で
は
仏
教
の
宇
宙
論
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
る
。

【
第
三
段
落
】、『
河
図
洛
書
』
の
信
憑
性
を
説
い
た
あ
と
、
天
文
や
往
古
の
青
銅
器
文
化
、
神
仙
説
な
ど
に
対
す
る
疑
問
が
示
さ
れ
る
。

【
第
四
段
落
】、
異
域
の
国
々
が
羅
列
さ
れ
、
遠
国
の
異
民
へ
の
言
及
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
往
古
の
神
々
や
遠
国
異
民
の
記
述
が
、『
山
海
経
』
お
よ
び
そ
の
郭
璞
注
を
如
何
に
継
承
し
発
展
さ
せ
て
い
る

か
を
、
以
下
の
三
つ
の
論
点
に
沿
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

①
、
郭
璞
注
を
媒
介
と
す
る
と
、
一
つ
の
相
関
連
す
る
話
と
し
て
纏
ま
っ
て
く
る
例

②
、
郭
璞
同
様
、
史
書
の
情
報
を
以
て
『
山
海
経
』
世
界
の
実
在
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
例

③
、
郭
璞
注
に
は
用
い
ら
れ
な
い
史
書
の
地
理
誌
に
基
づ
き
、
郭
璞
注
の
闕
を
補
い
拡
張
さ
せ
た
例
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江淹「遂古篇」 史書

四海之外、孰方圓兮

【東北の國】

◇◇◇ 沃沮◇

①②③，◇◇◇『三國志・魏志』「東夷傳」
「王頎別遣追討宮、盡其東界。問其耆老「海東復有人不」、
耆老言國人嘗乘船捕魚、遭風見吹數十日、東得一島、上
有人、言語不相曉、其俗常以七月取童女沈海。又言有一
國亦在海中、純女無男。又説得一布衣、從海中浮出、其
身如中（國）人衣、其兩袖長三丈。又得一破船、隨波出
在海岸邊、有一人項中復有面、生得之、與語不相通、不
食而死。其域皆在沃沮東大海中。」
●『後漢書』「東夷傳」

◇◇◇ 肅慎、東北邊兮◇ ●『史記』「孔子世家」「司馬相如傳」
①，◇◇◇『三國志・魏志』「東夷傳」
「挹婁在夫餘東北千餘里、濱大海、　 …處山林之間、常
穴居、大家深九梯、以多爲好。土気寒、劇於夫餘。其俗
好養豬、食其肉、衣其皮。冬以豬膏塗身、厚數分、以禦
風寒。…其弓長四尺、力如弩、矢用 、長尺八寸、青石
為鏃、古之肅慎氏之國也。善射、射人皆入（因）［目］。
矢施毒、人中皆死。出赤玉、好貂、今所謂挹婁貂是也。」

●『漢書』「五行志」他
●『後漢書』「東夷傳」他

◇◇◇ 長臂◇ ①②◇◇◇『三國志・魏志』「東夷傳」
「王頎別遣追討宮、盡其東界。…其兩袖長三丈。…其域
皆在沃沮東大海中。」（沃沮の項参照）

◇◇◇ 兩面、亦乘船兮。◇ ①②③，◇◇◇『三國志・魏志』「東夷傳」
「王頎別遣追討宮、盡其東界。…又得一破船、隨波出在
海岸邊、有一人項中復有面、生得之、與語不相通、不食
而死。其域皆在沃沮東大海中。」（沃沮の項参照）
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【『山海経』本文・郭璞注・江淹「遂古篇」・史書・対照一覧表】
（附表Ⅰ―東北の国）

『山海經』本文 郭璞注

×

①「大荒西經」「女子國」郭璞注
「（「東夷傳」曰）王頎至沃沮國、盡東界、問其耆老、
云；『國人嘗乘船捕魚遭風、見吹數十日、東一國、
在大海中、純女無男。』、即此國也。」

②「大荒西經」「三面國」郭璞注（兩面の項参照）
③「海外南經」「長臂國」郭璞注（長臂の項参照）

①「大荒北經」「大荒之中、有山、名
曰不咸。有肅慎氏之國。」

②「海外西經」「肅慎之國、在白民北」

①「（「東夷傳」曰）今肅慎國去遼東三千餘里、穴居、
無衣、衣豬皮、冬以膏塗體、厚數分、用卻風寒。
其人皆工射、弓長四尺、勁彊。箭以 爲之、長尺
五寸、青石為鏑。…今名之為挹婁國、出好貂、赤玉。
豈従海外轉而至此乎。」

②「其俗無衣服、中國有聖帝代立者、則此木生皮可
衣也。」

①「海外南經」「長臂國在其東、捕魚
水中、兩手各操一魚。」

①「舊説云、其人手下垂至地。（「東夷傳」曰）魏黄初
中、玄莵太守王頎討高句麗王宮、窮追之、過沃沮國、
其東界臨大海、近日之所出。問其耆老、海東復有人
否？云：嘗在海中得一布褐、身如中人、衣兩袖長三
丈、即此長臂人衣也。」
②郭璞『注山海經序』「王頎訪兩面之客、海民獲長臂
之衣、精驗潛效、絶代縣符。」
＊『山海經圖讚』「長臂國」

①「大荒西經」「有人焉三面、是顓頊之子、
三面一臂、三面之人不死、是謂大荒
之野。」

①「言人頭三邊各有面也。（「東夷傳」曰）玄莵太守王
頎至沃沮國、問其耆老、云；『復有一破船、隨波出
在海岸邊、上有一人、頂中復有面、與語不解、了不
食而死。』、此是兩面人也。」
②郭璞『注山海經序』「王頎訪兩面之客、海民獲長臂
之衣、精驗潛效、絶代縣符。」
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江淹「遂古篇」 史書

【東南の國】

◇◇◇ 東南倭國、皆文身兮

●『漢書』「地理志」
①②，◇◇◇『三國志・魏志』「東夷傳」「倭人在帯方東南大海
之中、依山島為國邑。…男子無大小皆鯨面文身。…夏后
少康之子封於會稽、斷髪文身以避蛟龍之害。今倭水人好
沈没捕魚蛤、文身亦以厭大魚水禽、後稍以爲飾。以朱丹
塗其身體、如中國用粉也。…其俗、國大人皆四五婦、下
戶或二三婦。婦人不 、不妬忌。」

●『後漢書』「東夷傳」

◇◇◇ 其外黒齒◇ ②，◇◇◇『三國志・魏志』「東夷傳」「女王國東渡千餘里、復有國、
皆倭種。又有侏儒國其南、人長三四尺、去女王四千餘里。
又有裸國、黒齒國復在其東南、船行一年可至。」

●『後漢書』「東夷傳」「東夷傳

◇◇◇ 次裸民兮。◇ ●『史記』「南越尉佗列傳」他
①，◇◇◇『三國志・魏志』「東夷傳」「女王國東渡千餘里、復有國、
皆倭種。又有侏儒國其南、人長三四尺、去女王四千餘里。
又有裸國、黒齒國復在其東南、船行一年可至。」

●『後漢書』「東夷傳」漢書 「

◇◇◇ 侏儒三尺、並爲隣兮 ●『史記』「滑稽列傳」他
●『漢書』「司馬相如列傳」
◇◇◇『三國志・魏志』「東夷傳」「女王國東渡千餘里、復有國、
皆倭種。又有侏儒國其南、人長三四尺、去女王四千餘里。
又有裸國、黒齒國復在其東南、船行一年可至。」齒國復在其東南 船行

●『後漢書』「李恂傳」

【西北の國】

◇◇◇ 西北丁零、◇

●『史記』「匈奴列傳」
●『漢書』「匈奴傳」
◇◇◇『魏略』「西戎傳」「北丁令在烏孫西、似其種別也。」「又
匈奴北有渾窳國…明北海之南自復有丁零、非此海 南自復 非 烏孫烏 之西
丁零也。」

●『後漢書』「烏桓鮮卑列傳」『後漢

◇◇◇ 又烏孫兮。◇ ●『史記』「大宛傳」
●『漢書』「西域傳」
◇◇◇『魏略』「西戎傳」（丁零の項参照）
●

◇◇◇ 車師◇ ●『漢書』「西域傳」
◇◇◇『魏略』「西戎傳」「南去車師六國五千里。」
●『後漢書』「西域傳」

◇◇◇ 月支、種類繁兮。◇ ●『史記』「大宛傳」
●『漢書』「西域傳」
◇◇◇『魏略』「西戎傳」「燉煌西域之南山中…有月氏餘種葱 羌、
白馬、黄牛羌、各有酋豪、北與諸國接、不知其道理廣狭。」
●『後漢書』「西域傳」

◇◇◇ 馬蹄之國、善騰奔兮◇ ◇◇◇『魏略』「西戎傳」「烏孫長老言北丁零有馬脛國、其人音
聲似雁鶩、從膝以上身頭、人也、膝以下生毛、馬脛馬蹄、
不騎馬而走疾馬、其爲人勇健敢戰也。」
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（附表Ⅱ―東南・西北の国）

『山海経』本文 郭璞注

①「海内北經」「倭屬燕。」 ①「（「東夷傳」曰）倭國在帶方東大海内、以女爲主、
其俗露紒、衣服無針功、以丹朱塗身、不無針功 妒忌、一
男子數十婦也。」
②「海外東經」「黒齒國」郭璞注
「「東夷傳」曰、倭國倭國東四十餘里、有裸國、裸國東東
南有黒齒國、船行一年可至也。」行 年

①「大荒東經」「有黒齒之國。帝俊生
黒齒、姜姓、黍食、使四鳥。」食 使 鳥

②「海外東經」「黒齒國在其北、爲人黒、
食稲啖蛇、一赤一青、在其旁。」赤 青

①「齒如漆也」
②「「東夷傳」曰、倭國東四十餘里、有裸國、裸國東
南有黒齒國、船行一年可至也。」
＊『山海經圖讚』「黒齒國雨師妾糸股國労民國」海經圖

×

①「海外東經」「黒齒國」郭璞注
「「東夷傳」曰、倭國東四十餘里、有裸國、裸國東
南有黒齒國、船行一年可至也。」

①「海外南經」
「周饒國在其東、其爲人短小、冠帯。」
「一曰焦僥國焦 在三首東。」

① 「其人長三尺、穴居、能爲機巧、有五穀也。」
「『外傳』云、「焦僥民長三尺、短之至也。」
　『詩含神霧』曰、「從中州以東西四十萬里、得焦「
僥國人、長尺五寸「也。」」

②「海外北經」「跂踵國」郭璞注
　「『孝經鉤命訣』曰、命訣 焦僥跂踵、重譯款塞也。」

＊『山海經圖讚』「焦僥國」」

①「海内經」「有釘靈之國、其民從叡
　已下有毛、馬蹏蹏善走。」善走 」

①「『詩含神霧』曰、馬蹏自鞭其蹏、日行三百里。」

× ×

× ×

①「海内東經」「國在流沙外者、大夏、
豎沙、居繇、月支之國。」

①「月支國好多馬、美果、有大尾羊如驢尾、即 羊也。
小月支、天竺國皆附庸云。」支
②「西山經」「 羊」郭璞注
「今大月氐國有大羊如驢而馬尾。」

①「海内經」「有釘靈之國、其民從叡
已下有毛、馬蹏蹏善走。」

①「『詩含神霧』曰、馬蹏蹏自鞭其蹏蹏、日行三百里。」
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江淹「遂古篇」 史書

【西南の國】

◇◇◇ 西南烏弋◇

①『漢書』「西域傳」「烏弋山離國、王去長安萬二千二百里。
…東與 賓、北與撲挑、西與犂 條支接。行可百餘日、
乃至條支。國臨西海。…安息長老傳聞條支有弱水、西王
母、亦未嘗見也。」

◇◇◇『魏略』「西戎傳」「自是以西、大宛、安息、條支、烏弋。
烏弋一名排特、此四國次在西、本國也、無増損。」

◇◇◇『後漢書』「西域傳」「徳若國…歴◇ 賓、六十餘日行至烏
弋山離國」

◇◇◇ 及◇ 罽賓兮。 （同上）

◇◇◇ 天竺◇ ●『史記』「西南夷列傳」
●『漢書』「西南夷兩粤朝鮮傳」「西域傳」（身毒）
◇◇◇『魏略』「西戎傳」「◇ 賓國、大夏國、髙附國、天竺國皆
并屬大月氏。」
●『後漢書』「西域傳」「天竺國一名身毒、在月氐之東南數
千里。…土出象、犀、瑇瑁、金、銀、銅、鐵、鉛、錫、
西與大秦通、有大秦珍物。」（天竺）

◇◇◇ 于◇ 、皆胡人兮 ●『史記』「大宛傳」
①『漢書』「西域傳」「其河有兩原、一出葱嶺山、一出于 。
于 在南山下、其河北流、與葱嶺河合、東注蒲昌海。蒲
昌海、一名鹽澤者也。」

●『魏略』「西戎傳」
◇◇◇『後漢書』「西域傳」「于寘國居西城、…徳若國…歴 賓、
六十餘日行至烏弋山離國」

◇◇◇ 條支◇ ①『漢書』「西域傳」（烏弋の項参照）
◇◇◇『魏略』「西戎傳」「大秦國一號犁軒在安息條支西。大海
之西。」
●『後漢書』「西域傳」

◇◇◇ 安息、西海◇ 漘兮。 ●『史記』「大宛傳」
①『漢書』「西域傳」（烏弋の項参照）
◇◇◇『魏略』「西戎傳」「大秦國一號犁軒在安息、條支西大海
之西。」
◇◇◇『後漢書』「西域傳」「安息西界極矣。自此南乘海、乃通
大秦。其土多海西珍奇異物焉。」
●『史記』「大宛傳」

◇◇◇ 人迹所極、至大秦兮。◇

　珊瑚明珠、銅金銀兮。
　瑠璃瑪瑙、來雑陳兮。
　硨磲水精、莫非真兮。
　雄黄雌石、出山垠兮。
　青白蓮花、被水濱兮。
　宮殿樓觀、並七珍兮。

●『漢書』「西域傳」（犁軒・犁靳）
◇◇◇『魏略』「西戎傳」「大秦國一號犁軒在安息、條支西大海
之西。…西域舊圖云…大秦多秦 金多 、銀、銅、鐵、鉛、錫、金
神龜、白馬、朱髦、駭鶏犀、瑇瑁、玄熊、赤螭、辟毒鼠、
大貝、車渠、瑪瑙、南金、翠爵、羽翮、象牙、符采玉、瑙
名月珠、夜光珠、真白珠、虎珀、珠 珊瑚、赤白黒緑黄青紺瑚
縹紅紫十種流離種種 、璆琳、琅玕、離 水精、玫瑰、精 雄黄、雌黄、
碧、五色玉黄白黒緑紫紅絳金黄縹留黄十種氍毹、…金縷
繡、雜色綾、金塗布、緋持布…絳地金織帳、五色斗帳、
一微木、二蘇合…」
◇◇◇『後漢書』「西域傳」「安息西界極矣。自此南乗海、乃通◇◇ 大秦。
其土多海西珍奇異物焉。大秦國 鞬鞬、以在海西、亦
云海西國。…土多金銀多 奇寶、有夜光璧、銀銀 明月珠、駭鶏犀、珠
珊瑚、虎魄、瑚 琉璃、琅玕、朱丹、青碧。…凡外國諸珍異璃
皆出焉。」
（※、 黒字イタリック部分が江淹「遂古篇」の記載に
符合）
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（附表Ⅲ―西南の国）

『山海経』本文 郭璞注

×

①「海内西經」「弱水、青水出西南隅。」郭璞注
「（『漢書』）西域傳、『烏弋國去長安萬五千餘里、西行
可百餘日、至條支國、臨西海。長老傳聞、有弱水西
王母云。』」

× ×
①「海内經」「東海之内、北海之隅、
有國名曰朝鮮、天毒、其人水居、偎
人愛之。」

①「天毒即天竺國、貴道徳、有文書、金銀、錢貨、浮
屠出此國中也。晉太興四年、天竺胡王獻珍寶。」

×

①「西山經」「不周之山」郭璞注
「河南出昆侖、潛行地下、至蔥嶺、出于闐國、復分
流岐出、合而東流、注泑澤。」（★前）

×
①「海内西經」「弱水、青水出西南隅。」郭璞注
（烏弋の項参照）

×

①「海内西經」「弱水、青水出西南隅。」郭璞注
（烏弋の項参照・安息の記載はなし）

× ×

江
淹
「
遂
古
篇
」
に
つ
い
て



郭璞注釈 江淹「遂古篇」 史書

窮隆溟海、又有民兮。

①「國在赤水東也。長臂人身如中人而臂長
二丈、以類推之、則此人脚過三丈矣。黄
帝時至。或曰、長脚人常負長臂人入海中
捕魚也。」

＊『山海經圖讚』「深目國」（穿胸・長脚）

◇◇◇ 長股◇

×

◇◇◇「海外南経」「貫匈國」郭璞注
「『尸子』曰、四夷之民、有貫匈者、有深目者、
　有長肱（股）者、黄帝之德嘗致之。」
②「亦胡類、但眼絶深、黄帝時姓也。」
＊『山海經圖讚』「深目國」

◇◇◇ 深目、豈君臣兮。◇

×

①「其國無婦人也」
②「殷帝太戊使王孟採藥、從西王母至此、
絶糧、不能進、食木實、衣木皮、終身無妻、
而生二子、從形中出、其父即死、是爲丈
夫民。」
＊『山海經圖讚』「丈夫國」

◇◇◇ 丈夫◇

×

①「王頎至沃沮國、盡東界、問其耆老、『國
人嘗乘船捕魚遭風、見吹數十日、東一國、
在大海中、純女無男。』即此國也。」

②「有黄池、婦人入浴、出即懐妊矣。若生男子、
　三歳輒死。周猶繞也。『離騒』曰；水周於
堂下也。」
＊『山海經圖讚』「女子國」

◇◇◇ 女子、◇

×

②「蓋後裔所出也。」
＊『山海經圖讚』「三身國一臂國」

◇◇◇ 及三身兮。◇
×

＊『山海經圖讚』「貫匈交脛支舌國」 ◇◇◇ 穿胸◇ ×
①「其人舌皆岐、或云支舌也。」
＊『山海經圖讚』「貫匈交脛支舌國」

◇◇◇ 反舌、◇ ×
②「北極下亦有一脚人、見『河圖玉版』」
＊『山海経圖讚』「三身国一臂國」

◇◇◇ 一臂人兮。◇ ×
①「其人行、脚跟不著地也。『孝經鉤命訣』…」
＊『山海經圖讚』「跂踵國」

◇◇◇ 跂踵◇ ×
①「言脚脛曲戻相交、所謂雕題、交趾者也。
　或作《頸》、其爲人交頸而行也。」
＊『山海經圖讚』「貫匈交脛支舌國」

◇◇◇ 交脛、◇
×

① 「能飛不能遠、卵生、畫似仙人也。」
「『 筮』曰「羽民之狀、鳥喙赤目而白首。」」

②「即卵生也。」
＊『山海經圖讚』「羽民國」

◇◇◇ 與羽民兮。◇

×

①「有員丘山、上有不死樹、食之乃壽；亦
有赤泉、飲之不老。」

②「甘木即不死樹、食之不老。」
＊『山海經圖讚』「不死國」

◇◇◇ 不死之國、皆何因兮。◇

×
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（附表Ⅳ―「窮隆溟海、又有民兮」、及び【凡例】）

【
凡
例
】

○
袁
珂
『
山
海
經
校
注
』（
巴
蜀
書
社
一
九
九
六
）
を
底
本
と
し
、一
部
、郝
懿
行
『
山
海
經
箋
疏
』
を
底
本
と
す
る
前
野
直
彬
訳
注
『
山
海
經
』（
集
英
社
一
九
七
五
）
を
以
て
補
っ

た
。（
前
野
本
は
「
★
前
」）

○
江
淹
「
遂
古
篇
」
の
異
国
に
は
、
◇◇◇
〜
◇◇◇
、
の
数
字
記
号
を
附
し
た
。

◇◇

○『
山
海
經
』本
文
及
び
郭
璞
注
の
に
つ
い
て
は
、江
淹「
遂
古
篇
」に
記
載
さ
れ
る
異
国
を
基
軸
に
、『
山
海
經
』本
文
及
び
郭
璞
注
に
見
え
る
関
連
記
載
を
①
②
で
表
示
し
た
。（
例

え
ば
、【
東
北
の
国
】
の
「
沃
沮
」
を
例
と
す
る
と
、　
『
山
海
經
』
本
文
に
は
記
載
が
な
い
が
〔
よ
っ
て
×
〕、郭
璞
注
に
は
三
カ
所―

―

①
「
大
荒
西
經
」「
女
子
國
」
の
項
、

②
「
大
荒
西
經
」「
三
面
國
」
の
項
、
③
「
海
外
南
經
」「
長
臂
」
の
項―

―
に
関
連
記
載
が
あ
る
。）

な
お
、『
山
海
経
』
中
に
記
載
が
あ
る
場
合
、郭
璞
注
の
数
字
記
号
は
『
山
海
經
』
の
①
②
の
記
述
に
対
応
す
る
。（
例
え
ば
、【
東
北
の
国
】
の
「
肅
慎
」
を
例
と
す
る
と
、

郭
璞
注
①
「
東
夷
傳
曰
…
」
②
「
其
俗
…
」
は
、『
山
海
經
』　

中
の
「
肅
慎
」
に
関
す
る
二
カ
所
の
記
載
①
「
大
荒
北
經
」
②
「
海
外
西
經
」
の
注
釈
。）

○
『
山
海
經
』
及
び
郭
璞
注
の
英
字
記
号
（
Ａ
Ｂ
）
は
、
数
字
記
号
（
①
②
）
の
下
位
分
類
で
あ
る
。

○
史
書
（
底
本
は
中
華
書
局
本
）
の
数
字
記
号
に
つ
い
て
は
、
郭
璞
注
が
引
く
史
書
の
記
述
は
①
②
で
、
江
淹
「
遂
古
篇
」
が
引
く
も
の
は
、
◇◇◇
◇◇◇
の
記
号
で
示
し
た
。

○
江
淹
「
遂
古
篇
」
の
異
国
の
記
述
の
直
接
の
典
拠
で
は
な
い
が
、
同
じ
名
称
の
異
国
の
記
述
を
持
つ
史
書
を
、
•
で
総
て
示
し
た
。

○
郭
璞
『
山
海
經
圖
讚
』
は
、
＊
で
示
し
た
。（
底
本
は
厳
可
均
『
全
上
古
三
代
秦
漢
三
國
六
朝
文
』
中
華
書
局
一
九
九
五
）。

○
下
線
は
、
本
稿
の
内
容
と
関
連
す
る
も
の
に
、
筆
者
が
随
意
に
附
し
た
。

『山海経』本文

①「海外西經」「長股之國、在雄常北、被髪。
　　一曰長脚。」

①「海外北經」「深目國在其東、爲人舉一手一目、
　在共工臺東。」
②「大荒北經」「有人方食魚、名曰深目民之國、肦姓、
　食魚。」

①「大荒西經」「有丈夫國。」
②「海外西經」「丈夫國在維鳥北、其爲人衣冠帶劍。」

①「大荒西經」「有女子之國。」
②「海外西經」「女子國在巫咸北、兩女子居、水周之。」

①「海外西經」「三身國在夏后 北、一首而三身。」
②「大荒南經」「大荒之中、有不庭之山、榮水窮焉。
　有人三身、帝俊妻娥皇、生此三身之國。」

①「海外南經」「貫匈國在其東、其爲人匈有竅。一曰
臷臷國東。」

①「海外南經」「岐舌國在其東。一曰不死民東。」

①「海外西經」「一臂國在其北、一臂一目一鼻孔。」
②「大荒西經」「有一臂民」

①「海外北經」「跂踵國在拘纓東、其爲人大、兩足亦大。
　一曰大踵。」

①「海外南經」「交脛國在其東、其爲人交脛。
　一曰在穿匈東。」

①「海外南經」 「羽民國在其東南、其爲人長頭、
　身生羽。」 「一曰在比翼鳥東南、其爲人長頬。」
②「大荒南經」「有羽民之國、其民皆生毛羽。有卵民
之國、其民皆生卵。」

①「海外南經」「不死民在其東、其爲人黒色、壽、不死。
　一曰在穿匈國東。」
②「大荒南經」「有不死之國、阿姓、甘木是食。」

江
淹
「
遂
古
篇
」
に
つ
い
て



「
遂
古
篇
」
の
全
編
を
通
じ
て
、『
山
海
経
』
に
基
づ
く
記
述
が
最
も
多
い
の
が
、
第
一
段
落
前
半
の
天
地
開
闢
と
上
古
の
神
々
の
（
26
）

描
写
、
第

四
段
落
の
異
域
の
国
々
を
羅
列
す
る
箇
所
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
郭
璞
注
と
の
関
わ
り
は
深
い
が
、
特
に
、
郭
璞
注
に
対
す
る
意
識
が
顕
著

に
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、
第
四
段
落
に
見
え
る
異
域
の
国
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
『
山
海
経
』
の
「
海
経
」
に
見
え
る
奇
国
と
、
史
書
辺
境

志
の
双
方
に
見
え
る
国
々
が
記
載
さ
れ
る
が
、
そ
の
国
々
の
組
み
合
わ
せ
の
う
ち
に
、
江
淹
が
郭
璞
注
を
如
何
に
学
び
、
何
を
継
承
し
て

い
る
の
か
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。（
以
下
、
前
載
の
附
表
Ⅰ
〜
Ⅳ―

【『
山
海
経
』
本
文
・
郭
璞
注
・
江
淹
「
遂
古
篇
」・
史
書
の
対

照
一
覧
表
】―

を
、
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。）

①
、
郭
璞
注
を
媒
介
と
す
る
と
一
つ
の
相
関
連
す
る
話
と
し
て
纏
っ
て
く
る
例

【
第
四
段
落
：
東
北
の
国
】（
附
表
Ⅰ
）

四
海
之
外
、
孰
方
圓
兮
。
沃
沮
肅
慎
、
東
北
邊
兮
。

長
臂
兩
面
、
亦
乘
船
兮
。

【
訳
】
四
海
の
外
は
一
体
ど
ん
な
天
地
な
の
だ
ろ
う
か
。
沃
沮
国
、
粛
慎
國
は
東
北
の
辺
境
。

長
臂
人
、
両
面
人
は
、
亦
た
船
に
乗
る
。

（
江
淹
「
遂
古
篇
」
第
四
段
落
）

「
四
海
の
外
」
の
冒
頭
、
江
淹
が
東
北
の
項
に
描
写
す
る
◇◇◇
「
粛
慎
」
は
、『
山
海
経
』「
大
荒
北
経
」「
海
外
西
経
」
等
に
見
え
て
い
る
。

し
か
し
、
セ
ッ
ト
に
す
る
◇◇◇
「
沃
沮
」
に
つ
い
て
は
、『
山
海
経
』
の
本
文
に
は
記
述
が
な
い
。
ま
た
、
◇◇◇
◇◇◇
「
長
臂
両
面
」
の
「
両
面
」

に
つ
い
て
も
『
山
海
経
』
本
文
に
は
見
え
な
い
が
、
江
淹
は
そ
れ
を
「
海
外
南
経
」
に
記
載
さ
れ
る
「
長
臂
」
と
セ
ッ
ト
に
し
て
船
に
乗

る
海
洋
の
民
に
定
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
山
海
経
』
本
文
の
み
に
照
準
を
合
わ
せ
る
と
全
く
脈
絡
無
く
見
え
る
江
淹
の
記
載
な
の
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だ
が
、
実
は
、
郭
璞
注
を
媒
介
す
る
と
、
一
つ
の
相
関
連
す
る
話
と
し
て
纏
ま
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、『
山
海
経
』「
大
荒
北
経
」「
粛
慎
」
に
対
し
て
郭
璞
注
が
典
拠
と
す
る
の
は
、陳
寿
の
『
三
国
志
・
魏
書
』「
東
夷
伝
」（
以
下
「
東

夷
伝
」）
に
見
え
る
「
挹
婁
（
粛
慎
の
古
名
）」
の
記
載
で
あ
る
点
に
留
意
し
た
い
。「
東
夷
伝
」
に
は
、こ
の
「
粛
慎
」
の
記
述
に
続
け
て
、

王
頎
が
高
句
麗
の
王
を
追
っ
て
「
沃
沮
」
に
赴
い
た
際
、
そ
こ
の
耆
老
か
ら
聞
い
た
、
東
海
中
の
四
つ
の
奇
国
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う

な
記
述
を
載
せ
て
い
る
。

王
頎
別
遣
追
討
宮
、盡
其
東
界
。
問
其
耆
老「
海
東
復
有
人
不
」、耆
老
言
國
人
嘗
乘
船
捕
魚
、遭
風
見
吹
數
十
日
、東
得
一
島
、上
有
人
、

言
語
不
相
曉
、
其
俗
常
以
七
月
取
童
女
沈
海
。
又
言
有
一
國
亦
在
海
中
、
純
女
無
男
。
又
説
得
一
布
衣
、
從
海
中
浮
出
、
其
身
如
中

（
國
）
人
衣
、
其
兩
袖
長
三
丈
。
又
得
一
破
船
、
隨
波
出
在
海
岸
邊
、
有
一
人
項
中
復
有
面
、
生
得
之
、
與
語
不
相
通
、
不
食
而
死
。

其
域
皆
在
沃
沮
東
大
海
中
。

【
訳
】
王
頎
は
別
に
使
者
を
派
遣
し
、
宮
を
追
討
し
、
そ
の
東
の
果
て
に
ま
で
つ
い
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
の
年
寄
り
に
尋
ね
た
、「
海

の
東
に
は
ま
た
人
が
い
る
の
か
ど
う
か
」
と
。
老
人
は
答
え
た
「
こ
の
国
の
人
は
嘗
て
船
に
乗
っ
て
魚
を
捕
ら
え
よ
う
と
し
て
、
風

に
見
舞
わ
れ
て
数
十
日
吹
き
飛
ば
さ
れ
、
東
に
一
つ
の
島
を
得
た
。
上
に
は
人
が
い
て
、
言
葉
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
風
俗
は

則
ち
い
つ
も
七
月
に
な
る
と
童
女
を
海
に
沈
め
る
と
い
う
。」
ま
た
、
老
人
が
言
う
に
、「
ま
た
海
中
に
一
国
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
女

だ
け
で
男
は
居
な
い
」。
ま
た
、
話
す
に
は
、「
海
中
か
ら
一
つ
の
一
枚
の
衣
が
浮
き
出
て
て
い
る
の
を
得
た
事
が
あ
る
、
そ
の
身
の

部
分
は
中
国
の
人
の
衣
装
の
様
だ
が
、
そ
の
両
袖
は
三
丈
も
の
長
さ
が
あ
る
」
と
い
う
。
ま
た
、「
破
損
し
た
船
が
一
艘
あ
っ
た
。

そ
れ
は
波
が
立
つ
の
に
随
っ
て
海
岸
の
あ
た
り
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
が
、
う
な
じ
に
ま
た
も
う
一
つ
の
顔
の
有
る
人
が
居
た
の
で
、

こ
れ
を
活
き
た
ま
ま
捉
え
た
。
話
を
し
た
が
言
葉
が
通
じ
ず
、
も
の
を
食
べ
ず
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。」
と
い
う
。
そ
の
域
は
、
皆
、
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沃
沮
の
東
の
大
海
中
に
在
る
。

（
陳
寿
『
三
国
志
・
魏
志
』「
東
夷
伝
」）

こ
の
、「
沃
沮
」
の
長
老
が
語
る
東
方
の
異
国
は―

①
七
月
に
童
女
を
海
に
沈
め
る
国
。
②
女
ば
か
り
の
国
（
女
子
国
）。
③
袖
の
長

さ
が
三
丈
も
あ
る
衣
を
着
る
国
（
長
臂
国
）。
④
項
に
二
つ
の
顔
の
有
る
国
（
両
面
国
）―

の
四
つ
で
あ
る
が
、
郭
璞
は
こ
の
う
ち
の
、

後
者
三
つ
を
『
山
海
経
』
の
「
女
子
国
」「
長
臂
国
」「
三
面
国
」
に
比
定
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
注
に
「
東
夷
伝
」
を
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
（
附

表
Ⅰ
）。
こ
の
よ
う
に
、郭
璞
『
山
海
経
』
注
で
は
、「
東
夷
伝
」
に
伝
え
ら
れ
る
「
沃
沮
」
東
方
の
奇
国
に
度
々
言
及
す
る
こ
と
、ま
た
、『
山

海
経
』「
粛
慎
」
の
説
明
と
し
て
、「
東
夷
伝
」
の
「
沃
沮
」
の
記
述
の
前
に
見
え
る
「
粛
慎
」
の
記
事
を
引
く
こ
と
な
ど
か
ら
、江
淹
が
『
山

海
経
』
本
文
に
は
見
え
な
い
「
沃
沮
」
と
「
粛
慎
」
と
を
組
み
合
わ
せ
て
東
北
の
国
に
定
め
る
の
は
、郭
璞
注
と
そ
こ
に
引
く
「
東
夷
伝
」

に
由
来
す
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
江
淹
「
遂
古
篇
」
の
記
載
が
「
東
夷
伝
」
に
直
接
基
づ
く
の
で
は
な
く
、〝
郭
璞
注
に
引
く
「
東
夷
伝
」〞
に
よ
っ
た
と
思
わ
れ

る
証
左
は
、
江
淹
が
、「
沃
沮
」
の
記
載
に
続
け
て
「
長
臂
兩
面
、
亦
乘
船
兮
（
長
臂
人
、
両
面
人
は
、
亦
た
船
に
乗
る
）」
と
言
い
、「
両

面
」
と
い
う
語
を
使
う
点
に
あ
る
。
今
、『
山
海
経
』「
大
荒
西
経
」
に
は
「
三
面
」
の
〝
顓
頊
の
子
〞
の
記
述
が
あ
る
が
（
附
表
Ⅰ
）、「
両

面
」
の
語
は
、こ
れ
に
対
す
る
郭
注
の
評
語
に
見
え
て
い
る
。
郭
璞
は
こ
の
「
三
面
」
の
項
目
に
対
し
て
、王
頎
の
沃
沮
国
に
関
す
る
「
東

夷
伝
」
の
記
述
を
引
き
、
次
の
様
に
注
解
し
て
い
る
。

言
人
頭
三
邊
各
有
面
也
。（「
東
夷
傳
」
曰
）
玄
莵
太
守
王
頎
至
沃
沮
國
、
問
其
耆
老
、
云
；
『
復
有
一
破
船
、
隨
波
出
在
海
岸
邊
。

上
有
一
人
、
頂
中
復
有
面
。
與
語
不
解
了
、
不
食
而
死
。』
此
是
兩
面
人
也
。

【
訳
】（
こ
れ
は
）
人
の
頭
の
三
辺
に
お
の
お
の
顔
が
あ
る
事
を
言
う
。
玄
莵
太
守
の
王
頎
が
沃
沮
国
に
至
っ
た
時
そ
の
耆
老
に
問
う

た
。（
老
人
）
が
云
う
に
、「
ま
た
破
損
し
た
船
が
一
艘
有
り
、
そ
れ
は
波
が
立
つ
の
に
随
っ
て
海
岸
の
あ
た
り
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
。
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船
の
上
に
一
人
い
て
、
頭
の
頂
き
に
ま
た
も
う
一
つ
の
顔
が
あ
っ
た
。
話
を
し
た
が
理
解
出
来
ず
、
物
を
食
べ
ず
に
死
ん
で
し
ま
っ

た
、」
と
い
う
。
こ
れ
が
両
面
の
人
で
あ
る
。

（『
山
海
経
』「
大
荒
西
経
」「
三
面
」
郭
璞
注
）

「
東
夷
伝
」
で
は
「
項
中
復
有
面
」
と
書
か
れ
る
の
が
、
郭
璞
注
で
は
「
頂
中
復
有
面
」
と
記
さ
れ
る
。
書
写
錯
誤
か
、
拠
っ
た
版
本

の
違
い
か
は
判
定
し
が
た
い
が
、
江
淹
が
「
遂
古
篇
」
第
一
段
落
末
尾
に
、「『
山
經
』
古
書
、
亂
編
篇
兮
。
郭
釋
有
兩
、
未
精
堅
兮
。（『
山

海
経
』
は
古
の
書
、
篇
は
乱
れ
て
い
る
。
郭
璞
の
解
釈
に
は
二
種
あ
る
が
、
未
だ
精
密
で
は
な
い
。）」
と
謂
う
よ
う
に
、
恐
ら
く
、
江
淹

の
段
階
で
す
で
に
郭
璞
注
に
異
同
や
不
備
が
あ
っ
た
事
と
も
無
関
係
で
は
な
い
だ
（
27
）

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
よ
り
重
要
な
の
は
、
二
つ

顔
と
三
つ
顔
で
は
、
数
は
合
わ
な
い
も
の
の
、
こ
の
東
海
中
の
二
つ
顔
の
奇
人
の
史
伝
を
、『
山
海
経
』「
大
荒
西
経
」
中
の
〝
三
面
は
顓

頊
の
子
〞
の
項
に
引
用
し
て
、「
此
是
両
面
人
也
。」
と
い
い
、「
両
面
」
の
語
を
使
用
し
た
の
が
、ほ
か
な
ら
ぬ
郭
璞
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
郭
璞
が
、『
山
海
経
』
の
「
三
面
」
の
神
の
記
載
に
対
し
て
、
史
書
中
の
〝
二
つ
顔
の
異
国
〞
の
奇
聞
を
充
て
、
さ
ら
に
は
、

『
山
海
経
』
の
「
長
臂
」
の
民
の
記
載
に
対
し
て
、
史
書
中
の
〝
袖
の
長
い
衣
を
着
る
異
国
〞
の
奇
聞
を
充
て
る
の
は
（
附
表
Ⅰ
）、
或
い

は
「
注
釈
の
疎
漏
」
と
も
み
な
せ
よ
う
。
し
か
し
、
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
点
に
こ
そ
、
郭
璞
の
『
山
海
経
』
注
釈
の
基
本
的
態
度
が
現
れ

て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、〝
顔
が
幾
つ
も
あ
る
人
〞、〝
臂
が
地
に
着
く
ほ
ど
長
い
人
〞
の
住
む
奇
国
の
実
在
を
信
じ
、

類
似
の
例
を
以
て
こ
う
し
た
奇
国
の
実
在
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
郭
璞
に
と
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
奇
国
の
存

在
は
「
厥
變
難
原
（
そ
の
変
化
は
突
き
止
め
が
た
い
）」
事
象
で
あ
っ
（
28
）

た
が
、
そ
う
し
た
不
可
思
議
な
事
象
に
対
し
て
も
、
郭
璞
は
そ

れ
を
否
定
せ
ず
、
史
書
の
情
報
を
以
て
一
つ
一
つ
実
証
を
試
み
て
い
る
。
こ
う
し
た
郭
注
の
姿
勢
を
集
約
し
て
示
す
の
が
郭
璞
『
注
山
海

経
序
』
で
あ
る
が
、
郭
璞
は
こ
の
序
文
の
中
で
も
、
王
頎
が
沃
沮
で
〝
長
臂
・
両
面
〞
の
人
に
逢
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
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若
乃
東
方
生
曉
畢
方
之
名
、
劉
子
政
辨
盗
械
之
尸
、
王
頎
訪
兩
面
之
客
、
海
民
獲
長
臂
之
衣
、
精
驗
濳
效
、
絶
代
縣
符
。

【
訳
】東
方
朔
が
畢
方
の
鳥
の
名
に
通
暁
し
て
い
た
こ
と
や
、劉
子
政（
向
）が
罪
を
犯
し
て
か
せ
を
填
め
ら
れ
た
尸
を
弁
別
し
た
こ
と
、

王
頎
が
、
両
面
の
事
を
訪
ね
た
こ
と
や
、
海
辺
の
民
が
長
臂
人
の
衣
を
獲
た
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
証
拠
が
あ
ら
わ
れ
、
時
代
を

経
て
遥
か
に
符
号
し
た
の
で
あ
る
。

（
郭
璞
『
注
山
海
経
序
』）

『
山
海
経
』を
最
初
に
校
訂
し
た
の
は
前
漢
末
の
劉
歆（
前
五
三
？―

二
三
）で
あ
る
。『
山
海
経
』校
訂
の
意
義
を
述
べ
た『
山
海
経
敍
録
』

に
お
い
て
、
劉
歆
は
、
武
帝
の
時
代
、
献
上
さ
れ
た
異
鳥
に
つ
い
て
、
東
方
朔
が
『
山
海
経
』
所
伝
の
異
鳥
（
畢
方
）
で
あ
る
と
言
い
当

て
た
話
と
と
（
29
）

も
に
、
宣
帝
の
時
代
、
上
郡
の
石
室
か
ら
出
て
き
た
う
し
ろ
手
に
縛
ら
れ
桎
を
は
め
ら
れ
た
尸
体
を
、
劉
歆
の
父
、
劉
向

が
『
山
海
経
』
所
伝
の
罪
を
犯
し
て
枷
を
填
め
ら
れ
た
〝
貳
負
の
臣
〞
で
あ
る
と
見
分
け
た
話
を
挙
げ
、
こ
の
事
件
が
有
っ
て
か
ら
文
学

大
儒
が
皆
『
山
海
経
』
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
、
と
記
し
て
（
30
）

い
る
。
郭
璞
の
『
注
山
海
経
序
』
は
、
こ
の
劉
歆
の
『
山
海
経
敍
録
』
を

引
き
継
ぎ
つ
つ
、
郭
璞
自
身
の
怪
異
観
念
の
展
開
さ
れ
る
纏
ま
っ
た
文
章
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。
郭
璞
は
「
異
」
を
「
異
」
と
認
識
す

る
の
は
、
主
観
の
問
題
で
あ
り
、「
見
慣
れ
た
も
の
を
翫
び
稀
に
聞
く
物
を
奇
と
す
る
の
は
、
人
情
の
通
弊
で
あ
る
」
と
（
31
）

嘆
く
。
そ
し
て
、

こ
の
世
で
「
奇
異
」
と
銘
打
た
れ
て
い
る
事
物
を
、
博
物
の
知
識
を
以
て
相
対
化
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
郭
璞
は
『
注
山

海
経
序
』
に
お
い
て
も
、先
述
の
〝
異
鳥
〞〝
貳
負
の
臣
〞
の
例
と
共
に
、「
東
夷
伝
」
に
記
さ
れ
る
東
海
中
の
「
両
面
」「
長
臂
」
の
記
載
を
、

『
山
海
経
』
の
記
載
が
時
を
経
て
証
明
さ
れ
た
例
と
し
て
特
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
確
認
す
べ
き
は
、『
山
海
経
』の
奇
異
な
世
界
の
実
在
を
証
明
す
る
際
、郭
璞
が
、史
書
の
記
述
を
重
要
な
論
拠
と
し
て
い
る
こ
と
、

中
で
も
、「
東
夷
伝
」
へ
の
言
及
が
際
だ
っ
て
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
三
国
志
』
の
編
者
で
あ
る
陳
寿
は
、
郭
璞
と
年
の
差
は
僅
か
四
十

才
ほ
ど
の
同
時
代
人
で
あ
り
、郭
璞
の
時
代
、最
も
新
し
い
辺
疆
誌
は
こ
の
『
三
国
志
・
魏
志
』「
東
夷
伝
」
で
あ
っ
た
。
郭
璞
に
と
っ
て
、
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最
新
の
史
書
に
所
載
さ
れ
る
東
北
の
国
「
沃
沮
」
と
、
そ
こ
に
伝
え
ら
れ
る
「
長
臂
」「
両
面
」
等
の
話
は
、『
山
海
経
』
が
伝
え
る
奇
国

の
真
実
性
を
証
明
す
る
重
要
な
史
実
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
再
度
、
江
淹
「
遂
古
篇
」
の
「
沃
沮
国
、
粛
慎
国
は
東
北
の
辺
境
。
長
臂
人
、
両
面
人
は
、
亦
た

船
に
乗
る
」
の
句
を
振
り
返
り
、
郭
璞
注
と
の
関
係
を
整
理
し
よ
う
。
江
淹
が
〝
四
海
の
外
、
東
北
の
国
〞
の
描
写
に
於
い
て
、『
山
海

経
』
本
文
に
記
載
さ
れ
な
い
「
沃
沮
」
を
、『
山
海
経
』
の
「
大
荒
北
経
」
に
見
る
「
粛
慎
」
と
併
せ
て
「
東
北
辺
」
に
配
す
る
の
は
、

明
ら
か
に
郭
璞
注
に
引
か
れ
る
「
東
夷
伝
」
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、『
山
海
経
』「
海
内
南
経
」
に
載
せ
ら
れ
る
「
長

臂
」
に
対
し
て
、「
大
荒
西
経
」
本
文
の
「
三
面
」
で
は
な
く
、そ
の
郭
璞
注
が
「
東
夷
伝
」
よ
り
引
く
「
両
面
」
を
組
み
合
わ
せ
る
の
も
、

郭
璞
注
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
た
め
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、江
淹
が「
東
北
」の
項
で
組
み
合
わ
せ
る
の
は
、郭
注
に
引
く「
東

夷
伝
」
の
東
国
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
は
、
郭
璞
注
の
記
述
を
超
え
て
い
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
項
は
郭
璞
注
な
し
に
は
成
立

し
え
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、「
遂
古
篇
」
東
北
の
項
で
、
江
淹
が
、
こ
の
よ
う
に
郭
璞
注
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、「
世
の
『
山
海
経
』

を
覧
る
者
は
、
皆
其
の

誕
迂
誇
に
し
て
、
奇
怪
俶
儻
の
言
多
き
を
以
て
、
疑
わ
ざ
る
な
し
」
と
異
端
視
さ
れ
た
『
山
海
経
』
の
記
述
に

対
し（
脚
注
六
）、そ
れ
ら
を「
異
」と
し
て
斥
け
る
こ
と
な
く
、博
物
的
知
識
を
以
て
そ
の
荒
唐
無
稽
な
奇
国
の
実
在
を
証
明
せ
ん
と
し
た
、

郭
璞
の
注
釈
態
度
に
忠
実
に
倣
う
た
め
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
そ
の
際
、
史
書
の
辺
境
志
に
見
る
最
新
情
報
を
特
に
重
視
す
る
と
い
う
郭
璞

注
の
姿
勢
は
、
江
淹
「
遂
古
篇
」
東
北
の
国
に
続
く
東
南
の
国
に
お
い
て
継
承
さ
れ
、
新
た
な
発
展
を
見
る
の
で
あ
る
。
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②
、
郭
璞
同
様
、
史
書
の
情
報
を
以
て
『
山
海
経
』
的
世
界
の
実
在
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
例

【
第
四
段
落
・
東
南
の
国
】（
附
表
Ⅱ
）

江
淹
は
、
東
南
の
異
国
を
描
写
し
て
、
次
の
様
に
云
う
。

東
南
倭
國
、
皆
文
身
兮
。
其
外
黒
齒
、
次
裸
民
兮
。

侏
儒
三
尺
、
並
爲
隣
兮
。

【
訳
】
東
南
の
倭
国
は
皆
な
入
れ
墨
の
身
体
。
其
の
外
に
黒
歯
が
居
り
、
そ
の
次
に
は
裸
民
裸

が
い
る
。
侏
儒
は
た
っ
た
の
三
尺

侏

、
並

ん
で
隣
あ
っ
て
い
る
。

（
江
淹
「
遂
古
篇
」
第
四
段
落
）

こ
こ
に
記
載
さ
れ
る
「
倭
国
」「
黒
歯
国
」「
裸
民
国
」「
侏
儒
国
」
の
う
ち
、『
山
海
経
』
の
本
文
に
所
載
さ
れ
る
の
は
「
倭
国
」「
黒
歯
国
」

の
み
で
あ
り
、
そ
の
配
置
方
角
も
「
海
内
北
経
」（「
倭
国
」）
と
「
海
外
東
経
」「
大
荒
東
経
」（「
黒
歯
」
は
二
カ
所
に
所
載
）
と
ば
ら
ば

ら
だ
が
、
郭
璞
注
を
照
準
と
す
る
と
ま
た
一
つ
の
纏
ま
り
を
見
せ
る
（
附
表
Ⅱ
）。
郭
璞
は
『
山
海
経
』「
海
外
東
経
」
の
「
黒
歯
」
に
対

し
て
、
次
の
様
に
注
解
し
て
い
る
。

「
東
夷
伝
」
曰
：
倭
國
東
四
十
餘
里
、
有
裸
國
、
裸
國
東
南
有
黒
齒
國
、
船
行
一
年
可
至
也
。

【
訳
】『
三
国
志
・
東
夷
伝
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
倭
国
か
ら
東
に
四
十
餘
里
、
裸
国
裸

が
有
り
、
裸
國
の
東
南
に
は
黒

歯
国
が
有
っ
て
、
船
で
行
く
と
一
年
で
至
る
事
が
出
来
る
、
と
。

（『
山
海
経
』「
海
外
東
經
」「
黒
歯
国
」
郭
璞
注
）

郭
璞
は
こ
こ
で
も
「
東
夷
伝
」
の
情
報
に
基
づ
き
つ
つ
、「
黒
歯
国
」
の
ほ
か
、「
倭
国
」「
裸
国
」
に
言
及
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
前

述
し
た
東
北
の
国
と
同
じ
く
、「
遂
古
篇
」
の
東
南
の
項
は
、
基
本
的
に
『
山
海
経
』「
黒
歯
国
」
に
対
す
る
郭
璞
注
を
踏
襲
し
て
い
る
と

言
え
る
。
し
か
し
、「
東
夷
伝
」
を
引
く
郭
璞
注
に
は
、「
侏
儒
国
」
の
記
載
が
抜
け
て
い
る
。
一
方
郭
璞
注
の
基
づ
く
「
東
夷
伝
」
の
原
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文
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
、
東
の
方
、「
倭
」
の
南
方
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
国
と
し
て
「
又
有
侏
儒
國
其
南
、
人
長
三
四
尺
、」
と
い
う
記

述
が
見
え
、そ
の
東
南
に
は
「
裸
国
」「
黒
歯
国
」
が
記
さ
れ
て
い
る
（
附
表
Ⅱ
）。
よ
っ
て
、江
淹
が
こ
の
東
南
の
項
に
お
い
て
、◇◇◇
「
侏
儒
」

を
、
◇◇◇
「
倭
国
」
◇◇◇
「
黒
歯
」
◇◇◇
「
裸
民
」
と
共
に
描
く
の
は
、「
東
夷
伝
」
の
記
述
を
以
て
補
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
（
32
）

よ
う
。
江

淹
は
さ
ら
に
、「
海
内
北
経
」「
倭
国
」
の
郭
璞
注
に
は
見
え
な
い
◇◇◇
「
倭
國
、
皆
文
身
兮
」
と
い
う
記
述
を
、
同
じ
く
「
東
夷
伝
」
の
倭

国
の
項
に
見
る
「
男
子
無
大
小
皆
鯨
面
文
身
」
等
の
記
述
に
基
づ
き
、
補
充
し
て
い
る
（
附
表
Ⅱ
）。
こ
の
よ
う
に
、「
遂
古
篇
」
東
南
の

国
で
は
、
郭
璞
が
東
南
の
「
黒
歯
国
」
の
注
と
し
て
引
く
「
東
夷
伝
」
の
史
伝
を
継
ぎ
、
郭
璞
注
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
「
侏
儒
三
尺
（
侏

儒
は
た
っ
た
の
三
尺
）」
や
倭
国
の
「
文
身
（
い
れ
ず
み
の
身
体
）」
な
ど
の
記
載
を
、
江
淹
自
ら
「
東
夷
伝
」
を
以
て
補
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
江
淹
が
、
史
書
を
以
て
『
山
海
経
』
に
補
注
す
る
郭
璞
注
の
態
度
を
継
承
す
る
に
留
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
例

と
言
え
る
の
で
は
な
（
33
）

い
か
。

ま
た
、「
倭
」
に
つ
い
て
は
、『
宋
書
』
倭
国
伝
の
「
倭
の
五
王
」
に
関
す
る
記
載
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
時
期
の
東
ア
ジ
ア
に
は
、
中

国
南
朝
の
劉
宋
王
朝
と
朝
鮮
半
島
の
高
句
麗
、
百
済
の
二
国
と
の
間
に
冊
封
関
係
が
成
立
し
、
こ
れ
に
日
本
も
参
加
す
る
と
い
う
情
勢
が

形
成
さ
れ
て
い
た
。
朝
鮮
半
島
の
三
国
鼎
立
の
情
勢
に
伴
っ
て
、
倭
国
は
、
自
国
の
勢
力
を
拡
大
す
る
た
め
に
中
国
の
庇
護
を
求
め
、
相

次
い
で
中
国
南
朝
に
入
貢
を
行
っ
た
の
で
（
34
）

あ
る
。『
宋
書
』
倭
国
伝
に
拠
れ
ば
、
倭
の
五
王
の
う
ち
、
第
三
代
倭
王
済
の
入
貢
は
元
嘉

二
十
年
（
四
四
三
）、
す
な
わ
ち
、
江
淹
誕
生
の
前
年
に
当
た
り
、
ま
た
、
第
五
代
倭
王
武
（
雄
略
天
皇
）
が
遣
使
上
表
し
使
持
節
都
督

六
国
諸
軍
事
・
安
東
大
将
軍
・
倭
国
王
に
除
せ
ら
れ
た
の
は
、
江
淹
が
史
職
に
就
き
檀
超
と
共
に
国
史
編
纂
に
携
わ
る
直
前
、
斉
高
帝
が

帝
位
に
就
い
た
昇
明
二
年
（
四
七
八
）
の
こ
と
で
（
35
）

あ
る
。
ま
た
、『
南
斉
書
』『
梁
書
』『
南
史
』
の
各
書
倭
国
伝
も
、
江
淹
が
史
職
に

就
任
す
る
前
後
の
時
期
に
、
倭
国
へ
の
官
爵
下
賜
の
事
実
を
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
す
（
36
）

れ
ば
、
江
淹
は
倭
国
の
入
貢
に
つ
い
て
見
聞
す
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る
の
み
な
ら
ず
、史
家
と
し
て
自
ら
記
録
し
た
可
能
性
も
大
い
に
あ
る
。
そ
う
し
た
倭
人
と
の
接
触
体
験
を
通
じ
て
江
淹
が
得
た
も
の
は
、

『
山
海
経
』
中
の
「
黒
歯
国
」
や
「
倭
国
」
の
記
載
に
対
し
て
、
当
時
の
最
新
の
史
書
『
三
国
志
』「
東
夷
伝
」
の
記
述
を
以
て
、
そ
の
実

在
を
説
い
た
郭
璞
注
へ
の
信
頼
と
共
鳴
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
（
37
）

う
か
。

と
こ
ろ
で
『
山
海
経
』「
海
経
」
中
の
遠
国
異
民
を
注
す
る
際
に
郭
璞
が
引
く
も
の
に
は
、
史
書
や
汲
冢
書
と
共
に
、『
詩
含
神
霧
』『
孝

経
援
神
契
』
等
、
緯
書
の
記
述
が
少
な
く
な
い
（
附
表
Ⅰ
〜
Ⅳ
）。
一
方
江
淹
も
、
現
存
す
る
作
品
に
は
緯
書
的
世
界
へ
の
関
心
が
認
め

ら
れ
る
も
（
38
）

の
の
、「
遂
古
篇
」
の
遠
国
異
民
の
記
載
に
お
い
て
特
に
郭
璞
注
か
ら
継
承
発
展
さ
せ
る
の
は
史
書
を
引
く
態
度
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
史
書
の
記
述
を
重
視
す
る
こ
と
ま
た
、
江
淹
が
史
書
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
た
奇
国
の
み
を
「
四
海
の
外
」
に
描
き
、
史
書
に

見
え
ぬ
も
の
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
郭
璞
注
が
実
在
の
も
の
と
見
な
す
『
山
海
経
』
の
奇
国
で
あ
っ
て
も
「
四
海
の
外
」
に
は
描
か
ず
、

続
い
て
「
窮
隆
溟
海
、
又
有
民
兮
」
と
述
べ
た
あ
と
、
さ
ら
に
遠
方
の
国
々
を
描
く
部
分
の
方
に
列
挙
す
る
点
に
も
傍
証
さ
（
39
）

れ
る
。

江
淹
と
緯
書
の
関
わ
り
に
就
い
て
は
詳
し
く
は
別
稿
に
譲
る
と
し
て
、『
山
海
経
』
の
遠
国
異
民
の
記
述
に
対
し
、
江
淹
が
、
郭
璞
に

も
ま
し
て
史
書
を
重
視
す
る
背
景
に
は
、「
遂
古
篇
」
が
手
掛
け
ら
れ
た
五
世
紀
は
、『
三
国
志
』
補
注
の
ほ
か
、
范
曄
『
後
漢
書
』、
沈

約
『
宋
書
』
紀
伝
部
な
ど
の
正
史
が
相
次
い
で
編
纂
さ
れ
た
史
書
編
纂
・
古
史
補
亡
の
盛
行
期
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
中
で
江
淹

自
身
が
国
史
を
担
う
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

③
、
郭
璞
注
に
は
用
い
ら
れ
な
い
史
書
の
地
理
誌
に
基
づ
き
、
郭
璞
注
の
闕
を
補
い
拡
張
さ
せ
た
例

【
第
四
段
落
・
西
北
・
西
南
の
国
々
】（
附
表
Ⅱ
・
Ⅲ
）

東
方
の
国
に
比
べ
、『
山
海
経
』
中
の
西
方
の
国
に
対
し
て
は
、
郭
璞
の
引
く
史
書
は
多
く
は
な
い
。
唯
一
『
漢
書
』「
西
域
伝
」
か
ら
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の
引
用
例
が
「
弱
水
」
及
び
「
不
周
山
」
の
項
目
に
見
え
、
そ
こ
に
は
「
烏
弋
」「
条
支
」「
于
闐
」
な
ど
の
西
域
の
国
の
名
が
記
載
さ
れ

る
も
の
の
（
附
表
Ⅲ
）、
そ
の
記
載
に
は
省
略
が
多
い
。
そ
の
闕
を
補
う
か
の
よ
う
に
、「
遂
古
篇
」
の
西
北
・
西
南
の
項
で
は
、
郭
璞
注

に
は
見
え
な
い
西
域
の
国
々
が
描
写
さ
れ
る
。

西
北
丁
零
、
又
烏
孫
兮
。
車
師
月
支
、
種
類
繁
兮
。
馬
蹄
之
國
、
善
騰
奔
兮
。
西
南
烏
弋
、
及

賓
兮
。
天
竺
于
闐闐
、
皆
胡
人
兮
。

條
支
安
息
、
西
海

兮
。
人
迹
所
極
、
至
大
秦
兮
。
珊
瑚
明
珠
、
銅
金
銀
兮
。
瑠
璃
瑪
瑙
、
來
雜
陳
兮
。
硨
磲
水
精
、
莫
非
真
兮
。

雄
黄
雌
石
、
出
山
垠
兮
。
青
白
蓮
花
、
被
水
濱
兮
。
宮
殿
樓
観
、
並
七
珍
兮
。

【
訳
】
西
北
に
は
丁
零
、
又
た
烏
孫
、
車
師
、
月
支
、
こ
れ
ら
は
種
類
が
繁
雑
で
あ
る
。
馬
蹄
の
国
の
者
は
、
騰
奔
す
る
の
が
得
意
。

西
南
に
は
烏
弋
、

賓
、
天
竺
、
于
闐
、
こ
れ
ら
は
皆
な
（
同
じ
道
筋
に
あ
る
）
胡
人
の
国
。
條
支
、
安
息
は
西
海
のほ

と
り。
人
跡
の

極
ま
る
と
こ
ろ
、
と
う
と
う
大
秦
に
至
る
。
そ
こ
に
は
珊
瑚
や
明
珠
、
銅
金
銀
、
瑠
璃
や
瑪
瑙
な
ど
が
、
入
り
混
じ
っ
て
並
ん
で
い

る
。
硨
磲
、
水
精
は
み
な
本
物
、
雄
黄
や
雌
石
は
山
地
の
崖
か
ら
産
出
す
る
。
青
と
白
の
蓮
の
花
は
水み

ず
べ浜
を
蔽
い
、
宮
殿
の
楼
観
は
、

七
つ
の
珍
宝
を
並
べ
る
。

（
江
淹
「
遂
古
篇
」
第
四
段
落
）

こ
れ
ら
の
西
方
の
国
々
を
、
以
下
の
三
種
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
参
照
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
史
書
を
、
括
弧
内
に
示
し
て
み
よ
う
。

【
Ａ
】、
史
書
と
『
山
海
経
』
本
文
及
び
郭
璞
注
の
総
て
に
記
載
さ
れ
る
国

①
西
北
「
丁
零
」（「
海
内
経
」・『
史
記
』「
匈
奴
列
伝
」『
漢
書
』「
匈
奴
伝
」『
魏
略
』「
西
戎
伝
」『
後
漢
書
』「
烏
桓
鮮
卑
伝
」）

②

「
月
支
」（「
海
内
東
経
」・『
史
記
』「
大
宛
伝
」『
漢
書
』「
西
域
伝
」『
魏
略
』「
西
戎
伝
」『
後
漢
書
』「
西
域
伝
」）

③

「
馬
蹄
」（「
海
内
経
」・『
魏
略
』「
西
戎
伝
」）

④
西
南
「
天
竺
」（「
海
内
経
」・『
史
記
』「
西
南
夷
列
伝
」『
漢
書
』「
西
南
夷
両
粤
朝
鮮
伝
」「
西
域
伝
」『
魏
略
』「
西
戎
伝
」『
後
漢
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書
』「
西
域
伝
」）

【
Ｂ
】、『
山
海
経
』
本
文
に
は
見
え
ず
、
郭
璞
注
と
史
書
の
双
方
に
記
載
さ
れ
る
国

①
西
南
「
烏
弋
」（「
海
内
西
経
」「
弱
水
」
郭
璞
注
・『
漢
書
』「
西
域
伝
」『
魏
略
』「
西
戎
伝
」『
後
漢
書
』「
西
域
伝
」）

②

「
于

」（「
西
山
経
」「
不
周
之
山
」
郭
璞
注
・『
史
記
』「
大
宛
伝
」『
漢
書
』「
西
域
伝
」『
魏
略
』「
西
戎
伝
」『
後
漢
書
』「
西

域
伝
」）

③

「
條
支
」（「
海
内
西
経
」「
弱
水
」
郭
璞
注
・『
漢
書
』「
西
域
伝
」『
魏
略
』「
西
戎
伝
」『
後
漢
書
』「
西
域
伝
」）

【
Ｃ
】、『
山
海
経
』
本
文
及
び
郭
璞
注
に
見
え
ず
、
江
淹
が
新
た
に
史
書
に
よ
っ
て
補
っ
た
国

①
西
北
「
烏
孫
」（『
史
記
』「
大
宛
伝
」『
漢
書
』「
西
域
伝
」『
魏
略
』「
西
戎
伝
」『
後
漢
書
』「
西
域
伝
」「
南
匈
奴
伝
」「「
烏
桓
鮮
卑
伝
」）

②

「
車
師
」（『
漢
書
』「
西
域
伝
」『
魏
略
』「
西
戎
伝
」『
後
漢
書
』「
西
域
伝
」）

③
西
南
「

賓
」（『
漢
書
』「
西
域
伝
」『
魏
略
』「
西
戎
伝
」『
後
漢
書
』「
西
域
伝
」）

④

「
安
息
」（『
史
記
』「
大
宛
伝
」『
漢
書
』「
西
域
伝
」『
魏
略
』「
西
戎
伝
」『
後
漢
書
』「
西
域
伝
」）

⑤

「
大
秦
」（『
魏
略
』「
西
戎
伝
」『
後
漢
書
』「
西
域
伝
」）

括
弧
内
の
史
書
の
う
ち
、
郭
璞
以
前
の
も
の
と
し
て
は
、『
史
記
』、『
漢
書
』、『
三
国
志
』、『
魏
略
』（
裴
松
之
『
三
国
志
・
魏
書
』
注

引
魚
豢
『
魏
略
』「
西
戎
伝
」）
が
あ
り
、
郭
璞
以
後
に
は
『
後
漢
書
』
が
あ
る
。
ち
な
み
に
裴
氏
の
引
く
魚
豢
『
魏
略
』「
西
戎
伝
」
は

郭
璞
の
時
代
に
存
在
し
て
い
た
が
、
郭
璞
は
注
釈
に
引
い
て
い
（
40
）

な
い
。

で
は
、
以
下
、
主
に
、【
ｃ
】
の
江
淹
が
新
た
に
史
書
に
よ
っ
て
補
っ
た
国
々
が
、
い
か
な
る
典
拠
に
基
づ
き
描
か
れ
る
の
か
に
つ
い
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て
見
て
み
た
い
。
ま
ず
、
西
北
の
◇◇◇
◇◇◇
◇◇◇
◇◇◇
「
西
北
丁
零
、
又
烏
孫
兮
。
車
師
月
支
、
種
類
繁
兮
。（
西
北
に
は
丁
零
、
又
た
烏
孫
、
車

師
、
月
支
、
こ
れ
ら
は
種
類
が
繁
雑
で
あ
る
。）」
の
う
ち
、「
丁
零
」
は
、『
山
海
経
』
本
文
・
郭
璞
注
・
史
書
総
て
に
見
え
る
古
い
国
だ

が
、
郭
璞
が
注
釈
に
引
く
の
は
緯
書
『
詩
含
神
霧
』
で
あ
る
。
一
方
、「
丁
零
・
烏
孫
」
の
セ
ッ
ト
の
描
写
と
し
て
は
、『
魏
略
』「
西
戎

伝
」
み
え
る
「
…
而
北
丁
令
在
烏
孫
西
、
似
其
種
別
也
。」「
…
北
海
之
南
自
復
有
丁
零
、
非
此
烏
孫
之
西
丁
零
也
。」
と
い
う
記
述
が
想

到
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
こ
の
記
載
は
、「
丁
零
」
は
「
北
丁
零
」
な
ど
に
分
か
れ
種
類
が
一
つ
で
は
な
か
っ
た
事
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、

「
車
師
月
支
」
の
う
ち
の
「
月
支
」
も
、『
山
海
経
』
本
文
・
郭
璞
注
に
見
え
る
古
い
国
で
あ
る
が
、
こ
の
郭
璞
注
で
も
種
の
多
さ
に
つ
い

て
の
言
及
は
無
い
（
附
表
Ⅱ
）。
他
方
、『
魏
略
』「
西
戎
伝
」
所
載
の
「
月
支
」
を
見
る
と
、「
…
有
月
支
餘
種
、
葱

羌
、
白
馬
、
黄
牛

羌
、各
有
酋
豪
…
」
と
、多
く
の
種
族
が
有
っ
た
と
の
記
述
が
あ
り
、対
に
さ
れ
る
「
車
師
」
に
も
「
…
南
去
車
師
六
國
五
千
里
」
と
「
車

師
」
が
六
国
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
記
載
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、「
丁
零
烏
孫
、車
師
月
支
」
が
〝
種
類
が
煩
雑
〞
と
い
う
の
は
、

郭
璞
注
に
依
る
の
で
は
な
く
、史
書―
―

特
に『
魏
略
』の
記
述
に
典
拠
を
求
め
て
い
る
と
謂
え
よ
う
。
さ
ら
に
、西
北
の
項
の
末
句
の〝
騰

奔
す
る
の
が
得
意
〞
と
い
う
◇◇◇
「
馬
蹄
の
国
」
に
つ
い
て
も
、『
魏
略
』「
西
戎
伝
」
に
は
、「
丁
零
」「
烏
孫
」
と
共
に
「
馬
蹄
」
が
纏
め

て
記
載
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
（
附
表
Ⅱ
）、
こ
の
西
北
の
項
目
の
骨
子
は
、
や
は
り
『
魏
略
』「
西
戎
伝
」
に
依
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

続
く
西
南
の
項
に
み
る
◇◇◇
◇◇◇
◇◇◇
◇◇◇
「
西
南
烏
弋
、
及

賓
兮
。
天
竺
于
闐
、
皆
胡
人
兮
。（
西
南
に
は
烏
弋
、

賓
、
天
竺
、
于
闐
、

こ
れ
ら
は
皆
な
（
同
じ
道
筋
に
あ
る
）
胡
人
の
国
）」
の
記
述
に
つ
い
て
、江
淹
が
こ
れ
ら
の
国
を
「
胡
人
」
と
述
べ
る
の
は
、『
山
海
経
』「
海

内
経
」
の
「
天
毒
」
に
対
し
て
、郭
璞
が
「
晋
大
興
四
年
、天
竺
胡
王
獻
珍
寶
」
と
記
述
す
る
の
を
意
識
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
附
表
Ⅲ
）。

ま
た
「
烏
弋
・

賓
」
は
、共
に
『
史
記
』
に
は
見
え
ず
、『
漢
書
』
や
『
魏
略
』『
後
漢
書
』
に
記
載
が
見
え
る
西
域
の
国
。『
後
漢
書
』「
西

域
伝
」
に
は
、「
于
寘
国
」
の
後
「
西
夜
国
」「
子
合
国
」
を
経
た
「
徳
若
国
」
の
里
程
説
明
に
「
歴

賓
、
六
十
餘
日
行
至
烏
弋
山
離
國
」
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と
記
載
し
て
お
り
、「
于
寘
」
と
「

賓
」「
烏
弋
」
が
同
じ
道
筋
に
並
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
ま
た
「

賓
」
は
「
天
竺
」
と
共
に
「
大

月
氏
」
に
属
す
る
と
言
う
『
魏
略
』「
西
戎
伝
」
の
記
述
を
併
せ
る
と
、〝
于
寘
・

賓
・
烏
弋
・
天
竺
〞
が
地
理
的
に
ひ
と
つ
の
ま
と
ま

り
を
爲
し
て
く
る
。
よ
っ
て
江
淹
が
西
南
の
「
烏
弋

賓
、
天
竺
于
寘
」
を
纏
め
て
「
胡
人
」
と
い
う
の
は
、『
山
海
経
』「
天
毒
」
に
対

す
る
郭
注
を
意
識
し
つ
つ
、
や
は
り
『
後
漢
書
』
や
『
魏
略
』
の
記
述
に
拠
る
の
も
の
と
言
え
よ
う
。
続
け
て
西
南
の
国
と
し
て
描
か
れ

る
◇◇◇
◇
◇◇
◇◇
「
條
支
安
息
、
西
海

兮
。」
の
「
安
息
」
に
つ
い
て
も
、「
遂
古
篇
」
が
、「
條
支
」「
安
息
」
を
セ
ッ
ト
に
し
て
「
西
海
」
の
ほ

と
り
に
お
く
点
や
、
そ
の
先
に
「
大
秦
」
を
描
く
事
か
ら
す
れ
ば
、
江
淹
は
、『
魏
略
』「
西
戎
伝
」
の
「
大
秦
國
、
一
號
犁
軒
、
在
安
息

條
支
西
。
大
海
之
西
。」
や
『
後
漢
書
』「
安
息
西
界
極
矣
。
自
此
南
乘
海
、
乃
通
大
秦
。」
の
記
載
に
基
づ
く
も
の
と
見
な
す
の
が
良
い

だ
ろ
う
。

人
跡
の
極
ま
る
果
て
の
地
は
、「
大ロ

ー
マ秦

」。『
史
記
』『
漢
書
』
に
は
「
犁
軒
」
或
い
は
「
犁
靳
」
と
あ
る
が
、
魚
豢
『
魏
略
』「
西
戎
伝
」

と
范
曄
『
後
漢
書
』「
西
域
伝
」
に
は
、
◇◇◇
「
大
秦
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。「
西
海
」
は
、
今
の
地
中
海
で
、
郭
璞
注
引
く
『
漢
書
』
に

も
記
載
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
安
息
」「
大
秦
」
は
『
山
海
経
』
本
文
に
も
郭
璞
注
に
も
な
く
、江
淹
が
補
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
條
支
安
息
、

西
海

兮
。
人
迹
所
極
、
至
大
秦
兮
。（
條
支
、
安
息
は
西
海
のほ

と
り。

人
跡
の
極
ま
る
と
こ
ろ
、
と
う
と
う
大
秦
に
至
る
）」
の
記
載
、
そ

し
て
そ
こ
に
産
出
す
る
繁
華
な
物
品
を
数
え
上
げ
る
シ
ー
ン
は
、
基
本
的
に
、
魚
豢
『
魏
略
』「
西
戎
伝
」
と
范
曄
『
後
漢
書
』「
西
域
伝
」

に
依
っ
て
い
る
。
こ
の
「
大
秦
」
の
描
写
は
「
遂
古
篇
」
一
編
に
於
い
て
、
最
も
多
く
の
文
字
が
用
い
ら
れ
る
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
シ
ー
ン

だ
が
、
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
事
を
指
摘
し
た
い
。
一
つ
は
、「
大
秦
」
に
産
す
る
物
産
の
中
に
『
魏
略
』『
後
漢
書
』
に
見
ら
れ
た
動
物
は

な
く
（
附
表
Ⅲ
、
江
淹
「
遂
古
篇
」
◇◇◇
「
大
秦
」
及
び
対
応
す
る
史
書
の
記
述
を
参
照
。）、
江
淹
「
遂
古
篇
」
で
は
、「
珊
瑚
明
珠
、
銅

金
銀
兮
。
瑠
璃
瑪
瑙
、
來
雑
陳
兮
。
硨
磲
水
精
、
莫
非
眞
兮
。
雄
黄
雌
石
、
出
山
垠
兮
。」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
記
述
は
、
明
ら
か
に
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鉱
物
玉
石
類
に
偏
っ
て
い
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
以
前
に
拙
稿
（
二
〇
〇
二
）
で
も
詳
述
し
た
事
の
あ
る
、
江
淹
生
来
の
鉱
物
愛
好
に

よ
る
も
の
と
言
え
（
41
）

よ
う
。
異
域
の
西
の
果
て
、
色
鮮
や
か
な
鉱
物
玉
石
を
産
す
る
地
と
し
て
描
か
れ
る
江
淹
の
「
大
秦
」
に
は
、
ま
た
、

煌
び
や
か
な
宝
玉
に
彩
ら
れ
た
荘
厳
な
宮
殿
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
硨
磲
水
精
、
莫
非
眞
兮
。」、「
宮
殿
楼
観
、
並
七
珍
兮
。」
と

い
う
燦
然
た
る
鉱
物
や
宮
殿
の
情
景
描
写
は
、『
後
漢
書
』「
西
域
伝
」
の
「（
大
秦
）
宮
室
皆
以
水
精
爲
柱
、
食
器
亦
然
。」
の
記
述
か
ら

イ
メ
ー
ジ
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

二
点
目
に
注
目
す
べ
き
は
、先
述
の
「
條
支
」「
安
息
」
と
共
に
、こ
の
「
大
秦
」
の
記
述
が
主
に
依
拠
し
た
『
後
漢
書
』「
西
域
伝
」
が
、

江
淹
と
ほ
ぼ
同
年
代
の
人
、
劉
宋
の
范
曄
（
三
九
八―

四
四
五
）
に
よ
る
最
新
の
正
史
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
漢
の
武
帝
が
張
騫
を

派
遣
し
て
以
降
、
安
息
で
留
ま
っ
て
い
た
西
域
の
見
聞
は
、
張
騫
か
ら
遅
れ
る
こ
と
二
三
六
年
、
再
び
西
征
を
行
っ
た
後
漢
の
班
超
の
部

下
甘
英
の
報
告
に
よ
り
、一
気
に
地
中
海
東
岸
部
ま
で
拡
張
さ
れ
、「
大
秦
」に
關
す
る
多
く
の
見
聞
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。い
ま
、

『
後
漢
書
』「
西
域
伝
」
に
は
「
…
甘
英
が
西
海
に
至
り
帰
還
し
た
。
経
た
と
こ
ろ
は
皆
前
人
未
踏
で
、『
山
海
経
』
に
も
所
載
さ
れ
な
い
が
、

み
な
そ
れ
ぞ
れ
の
風
土
が
あ
り
、
甘
英
は
そ
の
珍
奇
な
る
様
を
中
国
に
伝
（
42
）

え
た
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
新
た
な
西
征
の
行
わ
れ
な
か
っ

た
四―

五
世
紀
に
於
い
（
43
）

て
は
、未
知
な
る
西
方
の
地
の
情
報
を
伝
え
る
『
後
漢
書
』「
西
域
伝
」
の
記
事
は
、恐
ら
く
、江
淹
が
「
遂
古
篇
」

の
西
南
の
項
を
記
述
す
る
に
当
た
っ
て
、
最
新
か
つ
最
果
て
の
情
報
と
し
て
、
最
も
注
目
し
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、「
遂
古
篇
」西
北
・
西
南
の
項
で
江
淹
は
、史
書
の
西
域
志
の
情
報
を
補
充
す
る
際
、郭
注
に
引
か
れ
な
い
史
書『
魏
略
』や
、

郭
璞
以
降
の
史
書
『
後
漢
書
』
辺
境
志
の
記
載
に
基
づ
き
、『
山
海
経
』
や
郭
璞
注
に
見
え
な
い
西
の
果
て
の
国
を
記
述
す
る
。
つ
ま
り
、

江
淹
は
、
郭
璞
注
の
引
用
す
る
も
の
よ
り
も
、
更
に
新
し
い
地
理
志
に
基
づ
き
、『
山
海
経
』
世
界
を
補
填
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
見
な

せ
よ
う
。
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以
上
の
事
か
ら
、
江
淹
「
遂
古
篇
」
は
、
石
本
氏
の
言
う
よ
う
な
江
淹
の
「
神
秘
趣
味
」
に
よ
っ
て
着
想
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
江

淹
も
郭
璞
同
様
、『
山
海
経
』
の
世
界
を
実
在
の
も
の
と
見
な
し
、
新
た
な
知
見
に
基
づ
き
郭
注
の
闕
を
補
う
の
み
な
ら
ず
、『
山
海
経
』

そ
の
も
の
の
拡
張
を
も
志
し
た
著
述
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

３
、
郭
璞
注
の
闕―

仏
教
的
宇
宙

江
淹
が
『
山
海
経
』
及
び
、
郭
璞
注
の
補
欠
を
志
し
た
の
は
、
新
た
な
史
書
の
登
場
が
契
機
と
な
っ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
筆
者
は
、

こ
こ
で
、
西
方
か
ら
流
入
し
た
新
来
の
仏
教
的
世
界
観
と
の
接
触
が
、
江
淹
を
中
国
古
来
の
神
話
的
地
誌
で
あ
る
『
山
海
経
』
の
〝
再
検

討
〞
へ
向
か
わ
せ
た
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
。

江
淹
の
思
想
に
つ
い
て
は
、『
江
文
通
集
』「
自
序
」
に
「
深
信
天
竺
縁
果
之
文
、
偏
好
老
氏
清
浄
之
述
」
と
表
白
す
る
如
く
、
道
仏
混

交
の
形
態
を
保
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
江
淹
の
仏
教
理
解
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
江
淹
研
究
で
は
殆
ど
触
れ
ら
れ
て
来

な
か
（
44
）

っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
於
い
て
、
江
淹
文
学
と
仏
教
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
唯
一
の
論
究
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、

冒
頭
に
示
し
た
「
五
色
の
筆
」
説
話
の
背
景
に
、
江
淹
が
中
年
以
降
、
仏
教
思
想―

―

特
に
三
世
果
報
の
説
に
傾
倒
し
た
為
に
、
文
学
に

対
す
る
態
度
が
変
わ
っ
た
事
を
指
摘
す
る
銭
志
熙
氏
の
見
解
で
あ
る
（
一
九
（
45
）

九
二
）。
銭
氏
に
拠
れ
ば
、
江
淹
の
早
期
の
文
学
に
は
隠

逸
志
向
が
強
く
、
生
命
の
儚
さ
や
無
常
を
嘆
き
、
神
仙
的
解
脱
を
詠
う
魏
晋
以
来
の
文
学
の
影
響
が
あ
っ
た
が
、
呉
興
へ
左
遷
さ
れ
た
頃

か
ら
、
江
淹
の
関
心
は
当
時
士
人
の
間
に
流
行
し
た
浄
土
学
に
遷
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
生
の
憂
い
や
死
の
懼
れ
か
ら
の
解
脱
を
説
く
浄

土
の
三
世
因
果
の
説
に
傾
倒
し
た
事
で
、
前
半
生
に
特
徴
的
な
哀
傷
文
学
は
手
が
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
事
が
、「
才
尽
」
説
話
の
背
景
に
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あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

３―

１―

１
、
江
淹
「
遂
古
篇
」
に
み
る
仏
教
的
世
界
観
（
１
）―

「
恒
星
不
見
」

で
は
、仏
教
的
世
界
観
の
影
響
は
、「
遂
古
篇
」に
於
い
て
、い
か
な
る
形
で
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。ま
ず
指
摘
す
べ
き
は
、江
淹「
遂

古
篇
」
が
、
唐
の
道
宣
撰
『
廣
弘
明
集
』
卷
三
の
「
歸
正
篇
」
第
一
之
三
に
所
収
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
江
淹
の
「
遂
古
篇
」
が
、
初

唐
の
仏
教
論
集
『
廣
弘
明
集
』
に
採
用
さ
れ
て
い
る
事
は
、
初
唐
に
於
い
て
、
こ
の
作
品
が
、
六
朝
末
の
仏
教
受
容
の
好
例
と
し
て
評
価

さ
れ
て
い
た
事
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

江
淹
「
遂
古
篇
」
第
二
段
落
、
後
半
部
分
を
占
め
る
の
は
、
こ
う
し
た
新
来
の
仏
教
的
世
界
観
と
の
接
触
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
釈
迦

誕
生
を
巡
る
著
名
な
仏
教
争
議
に
つ
い
て
の
言
説
で
あ
る
。

迦
維
羅
衞
、
道
最
尊
兮
。
黄
金
之
身
、
誰
能
原
兮
。
恒
星
不
見
、
頗
可
論
兮
。
其
説
彬
炳
、
多
聖
言
兮
。
六
合
之
内
、
心
常
渾
兮
。

幽
明
詭
性
、
令
智
惛
兮
。

【
訳
】
釈
迦
生
誕
の
地
、
迦
維
羅
衞
（
カ
ピ
ラ
国
）
の
仏
道
は
最
も
尊
い
。
仏
誕
生
の
源
を
誰
が
た
ず
ね
る
事
が
出
来
よ
う
か
。（
周

の
荘
王
の
夏
四
月
に
）
恒
星
が
見
え
な
く
な
っ
た
の
は
（
西
方
に
釈
迦
が
生
ま
れ
た
為
と
す
る
〝
説
〞
は
）、
大
い
に
論
じ
る
に
値

し
よ
う
。
釈
迦
の
言
説
は
精
彩
を
放
ち
、
聖
な
る
言
葉
が
多
い
。
天
地
四
方
の
内
、
心
は
つ
ね
に
混
沌
と
し
、
現
世
と
死
後
に
関
す

る
こ
と
は
性
を
あ
ざ
む
き
、
縁
起
を
悟
る
智
を
惛
く
し
て
い
る
の
だ
。

（
江
淹
「
遂
古
篇
」
第
二
段
落
）

「
恒
星
不
見
」
は
、本
来
『
春
秋
』
荘
公
七
年
に
見
え
る
天
象
不
順
を
記
し
た
記
載
で
、仏
教
と
は
何
ら
関
わ
り
を
持
た
（
46
）

な
い
。
し
か
し
、
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仏
典
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
、
旧
暦
四
月
八
日
の
釈
迦
の
誕
生
が
次
第
に
誇
張
さ
れ
、
釈
迦
誕
生
の
し
る
し
と
し
て
、『
春
秋
』「
恒
星
不
見
」

の
記
事
が
附
会
さ
れ
た
の
で
（
47
）

あ
る
。
釈
迦
誕
生
に
「
恒
星
不
見
」
の
記
事
を
附
会
す
る
説
に
つ
い
て
は
、
六
朝
期
に
あ
っ
て
様
々
な
角

度
か
ら
議
論
さ
れ
た
が
、「
遂
古
篇
」
に
見
え
る
こ
の
問
題
へ
の
言
及
は
、
同
時
代
人
で
あ
る
沈
約
と
陶
弘
景
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
一
連

の
言
説
に
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
燧
人
氏
以
降
、
火
が
使
わ
れ
生
肉
が
熟
肉
に
改
ま
っ
た
の
は
仏
道
が
伝
わ
っ
た
兆
し
で
、
そ
の
後
中
国
の
古
典
に
不
殺
生
が

解
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
次
第
に
仏
道
の
精
神
が
伝
わ
っ
た
た
め
で
あ
る
、
と
す
る
沈
約
の
「
均
聖
論
」
に
対
し
て
、
茅
山
派
道
教
の
教

主
で
も
あ
る
陶
宏
景
は
、
釈
迦
は
周
荘
王
の
御
代
に
漸
く
誕
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
堯
舜
・
夏
殷
の
時
代
に
は
誕
生
し
え
な
い
と
（
48
）

言
う
。

こ
の
陶
宏
景
の
批
判
に
対
し
て
、
沈
約
は
、
さ
ら
に
次
の
論
拠
を
以
て
反
駁
（
49
）

す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
、
釈
迦
誕
生
の
生
年
月
は
仏
典
に

は
年
暦
も
歴
史
記
録
も
無
い
の
で
判
ら
ず
、
釈
迦
誕
生
が
周
荘
王
の
御
代
で
あ
る
と
す
る
の
は
『
春
秋
』
の
「
魯
荘
七
年
四
月
辛
卯
、
恒

星
不
見
」
を
根
拠
に
し
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
。
し
か
し
、
夏
殷
周
の
暦
は
異
な
る
上
に
、
外
国
で
ど
の
様
な
暦
を
使
っ
て
い
た
の
か
判
ら
な

い
。
仮
に
外
国
が
夏
殷
周
の
暦
を
使
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
ど
の
暦
で
考
え
て
も
、
仏
家
の
説
く
四
月
八
日
に
は
一
致
せ
ず
、
結
局
釈
迦

誕
生
の
年
月
日
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。
②
、
釈
迦
誕
生
の
時
、
た
だ
空
中
が
明
る
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
だ
け
で
、〝
星
辰
が
見

え
な
い
〞
と
い
う
記
述
は
な
い
。
瑞
祥
と
し
て
日
月
星
辰
が
動
か
な
い
こ
と
も
あ
る
。
③
、
ま
た
あ
る
説
で
は
明
星
が
現
れ
た
時
に
（
釈

迦
が
）
生
ま
れ
落
ち
て
七
歩
歩
い
た
と
言
わ
れ
る
が
、
初
め
に
〝
星
辰
が
現
れ
て
い
な
か
っ
た
〞
と
は
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、『
春
秋
』「
恒

星
不
見
」
の
意
趣
と
は
異
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

陶
宏
景
・
沈
約
と
同
時
代
に
活
き
た
江
淹
が
「
黄
金
之
身
、
誰
能
原
兮
。
恒
星
不
見
、
頗
可
論
兮
。」
と
云
う
の
も
、
こ
の
一
連
の
仏

教
論
議
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
江
淹
が
「
頗
る
論
ず
べ
し
」
と
い
う
事
か
ら
す
れ
ば
、
江
淹
も
沈
約
同
様
、『
春
秋
』
へ
の
附
会
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論
に
疑
問
を
呈
す
る
も
の
と
思
わ
（
50
）

れ
る
。
ち
な
み
に
、
江
淹
は
、
晩
年
、
熱
心
な
仏
教
保
護
者
で
あ
っ
た
梁
の
武
帝
蕭
衍
に
仕
え
て
い

る
の
だ
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
陶
宏
景
も
ま
た
梁
の
武
帝
に
「
山
中
の
宰
相
」
と
称
さ
れ
手
篤
い
処
遇
を
受
け
て
い
る
事
、
沈
約
も
晩
年

梁
の
武
帝
に
仕
え
て
い
た
事
な
ど
は
、「
恒
星
不
見
」
の
議
論
を
含
む
「
遂
古
篇
」
の
成
立
期
考
察
の
一
助
と
為
（
51
）

ろ
う
。
し
か
し
、
沈
約
・

陶
宏
景
と
比
べ
る
と
、「
遂
古
篇
」
に
見
る
仏
教
的
世
界
へ
の
興
味
は
、
教
学
的
側
面
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
地
理
物
産
、
神
話
と
い
っ

た
側
面
に
重
点
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
恒
星
不
見
」
議
論
に
示
さ
れ
る
の
は
、
西
方
印
度
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
仏
教
的
世
界
観
が
、
中
国
在
来
の
世
界
観
の
再

考
を
促
す
刺
激
剤
と
な
っ
た
、
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
思
う
に
、
江
淹
が
、
中
国
古
来
の
神
話
的
地
誌
で
あ
る
『
山
海
経
』
の
再
検
討
を

志
し
た
の
も
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
仏
教
的
世
界
と
の
接
触
が
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
江
淹
の
仏
教
的

世
界
は
、
郭
璞
注
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
如
何
に
展
開
し
た
の
か
。
以
下
、
そ
れ
を
「
遂
古
篇
」
の
西
方
観
に
見
て
み
た
い
。

３―

１―

２
、
江
淹
「
遂
古
篇
」
に
み
る
仏
教
的
世
界
観
（
２
）―

西
方
観
念

博
物
学
的
知
識
を
有
し
、
奇
異
な
事
象
に
内
在
す
る
造
化
の
理
を
執
拗
に
追
求
し
た
郭
璞
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
郭
璞
の
求
め
た
『
山
海

経
』
の
世
界
に
は
、
仏
教
的
世
界
へ
の
関
心
が
極
め
て
薄
い
、
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
三
世
因
果
を
説
く
仏
説
は
す
で
に
東
晋
の
慧
遠
に

始
ま
る
も
の
の
、
現
存
す
る
郭
璞
の
作
品
に
は
、
因
果
説
を
始
め
と
す
る
仏
教
教
理
へ
の
言
及
は
全
く
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

郭
璞
の
仏
教
に
対
す
る
無
関
心
は
、『
山
海
経
』「
海
内
経
」
に
見
え
る
「
天
毒
」
へ
の
注
釈
に
も
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
山
海
経
』
の
「
天
毒
」
は
、〝
東
海
之
内
、
北
海
之
隅
〞
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
郭
璞
は
こ
の
「
天
毒
」
に
対
し
て
「
天
毒
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即
天
竺
國
。」
と
の
注
釈
を
施
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
歴
代
の
諸
注
釈
家
の
解
釈
に
も
混
乱
を
き
た
し
て
お
り
、「
天
竺
」
で
あ
る
な
ら

ば
西
南
に
位
置
す
べ
き
で
あ
る
、
或
い
は
、
脱
文
誤
字
が
あ
る
の
で
は
等
と
の
評
釈
が
な
さ
れ
（
52
）

る
が
、
本
稿
で
指
摘
し
た
い
の
は
、『
山

海
経
』
の
奇
国
の
実
在
を
史
書
に
よ
っ
て
証
明
せ
ん
と
実
証
的
作
業
を
積
み
重
ね
て
き
た
は
ず
の
郭
璞
が
、
東
海
・
北
海
中
に
位
置
し
史

書
に
も
見
え
ぬ
「
天
毒
」
に
対
し
、
い
と
も
安
易
に
「
天
竺
」
で
あ
る
と
注
解
す
る
誤
り
を
犯
し
て
い
る
こ
と
で
（
53
）

あ
る
。
郭
璞
に
倣
い

自
ら
も
最
新
の
史
書
辺
境
志
の
記
述
を
以
て
『
山
海
経
』
の
闕
を
補
う
江
淹
は
、
郭
璞
『
山
海
経
』
注
に
見
る
こ
う
し
た
仏
教
的
世
界
の

不
備
に
対
し
て
、
あ
る
種
の
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＊
「
崑
崙
」

江
淹
「
遂
古
篇
」
に
お
け
る
仏
教
的
世
界
の
展
開
を
、
我
々
は
、
ま
ず
、
西
方
に
聳
え
る
巨
大
な
山
「
崑
崙
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

王
嘉
の
『
拾
遺
記
』
に
、「
崑
崙
山
者
、
西
方
曰
須
彌
山
、
對
七
星
之
下
、
出
碧
海
之
中
。」
と
描
写
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
の
宇
宙
山
と

混
交
し
た
崑
崙
に
は
海
の
中
に
聳
え
立
つ
特
徴
が
あ
る
が
、「
遂
古
篇
」
の
第
一
段
落
で
も
、〝
穆
天
子
の
西
征
〞
の
記
載
に
続
け
て
、「
崑

崙
之
墟
、
海
此
間
兮
」
と
、
海
の
中
に
聳
え
る
崑
崙
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
海
に
囲
ま
れ
た
崑
崙
の
姿
は
、
む
ろ
ん
、『
山

海
経
』
本
文
（
54
）

に
も
、
郭
璞
注
に
も
見
る
こ
と
が
出
来
（
55
）

な
い
。

『
山
海
経
』
の
〝
崑
崙
〞〝
西
王
母
〞
の
記
述
に
対
し
て
郭
璞
が
注
釈
に
最
も
多
く
引
く
の
は
汲
冢
書
で
あ
る
。
汲
冢
書
の
出
現
に
よ
っ

て
、
郭
璞
が
『
山
海
経
』
世
界
の
実
在
を
確
信
し
え
た
こ
と
、
ま
た
、
江
淹
に
お
け
る
汲
冢
書
も
、
郭
璞
同
様
、
古
字
古
物
に
よ
っ
て
そ

の
リ
ア
リ
テ
イ
ー
を
保
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
冒
頭
で
記
し
た
通
り
だ
が
、
江
淹
「
遂
古
篇
」
の
第
一
段
落
後
半
に

見
え
る
、
穆
天
子
西
征
の
描
写
に
つ
い
て
も
、
汲
冢
書
と
『
山
海
経
』
の
双
方
に
基
づ
く
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
「
遂
古
篇
」
全

― 134 ―

東
洋

化
硏
究
所
紀
要　

第
百
五
十
一
册



文
参
照
）。

江
淹
は
、
穆
王
の
巡
遊
し
た
こ
の
〝
崑
崙
〞
聳
え
る
西
方
世
界
を
、「
周
国
を
去
る
こ
と
遥
か
一
万
二
千
里
の
彼
方
（
去
彼
宗
周
、
萬

二
千
兮
。）」
と
、
史
書
の
辺
境
誌
に
倣
っ
た
「
去
＋
場
所
＋
距
離
」
と
い
う
筆
法
を
用
い
て
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
具
体
的

な
距
離
の
記
述
は
『
穆
天
子
伝
』
の
原
文
に
も
見
え
な
い
。
と
す
れ
ば
、
穆
王
西
征
の
記
載
に
対
し
て
、
江
淹
が
敢
え
て
こ
の
様
な
史
書

の
辺
境
志
に
倣
っ
た
筆
法
を
採
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
周
の
穆
王
が
西
征
し
て
西
王
母
に
見
え
た
と
い
う
話
が
、『
山
海
経
』

の
虚
妄
性
を
批
判
す
る
『
史
記
』
に
も
史
実
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
（
56
）

こ
と
、
そ
し
て
、
郭
璞
『
注
山
海
経
序
』
で
も
、
こ
の
『
史
記
』

に
み
え
る
穆
天
子
の
天
下
巡
遊
の
記
載
を
引
い
て
、『
山
海
経
』世
界
の
実
在
を
主
張
す
る
こ
と
に
因
る
で
あ
ろ
う（
脚
注
九
）。
こ
の
様
に
、

『
山
海
経
』
と
汲
冢
書
に
展
開
さ
れ
る
世
界
は
、
江
淹
に
於
い
て
も
、
郭
璞
同
様
、
史
実
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
魯
迅
が

〝
西
王
母
〞
と
共
に
『
山
海
経
』
の
中
で
最
も
世
に
知
ら
れ
る
と
称
す
る
〝
（
57
）

崑
崙
〞
と
、
そ
れ
が
聳
え
る
西
方
世
界
に
対
し
て
、
江
淹
は
、

新
た
に
仏
教
的
宇
宙
を
持
ち
込
む
の
で
あ
る
。

＊
「
大
秦
」

　

ま
た
、先
述
し
た「
四
海
の
外
」に
お
い
て
、『
山
海
経
』に
見
え
る
記
載
に
併
せ
史
書
の
記
述
を
以
て
実
証
的
に
描
く
西
方
世
界
に
も
、

郭
璞
注
に
欠
け
る
仏
教
的
世
界
観
か
ら
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。江
淹
が「
四
海
の
外
」の
西
の
果
て
の
国
と
し
て
描
く「
大
秦
」の
記
述
が
、

基
本
的
に
『
魏
略
』「
西
戎
伝
」、『
後
漢
書
』「
西
域
伝
」
と
い
う
二
つ
の
史
書
の
縫
合
で
あ
る
事
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
が
、
そ
の
最

後
の
四
句
、「
青
白
蓮
華
、
被
水
濱
兮
。
宮
殿
樓
觀
、
並
七
珍
兮
。（
青
と
白
の
蓮
の
花
は
水み

ず
べ浜

を
蔽
い
、
宮
殿
の
楼
観
は
、
七
つ
の
珍
宝

を
並
べ
る
。）」
の
う
ち
、「
七
珍
」
及
び
「
青
白
蓮
華
」
の
語
は
史
書
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
仏
教
に
深
く
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関
わ
る
語
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
七
珍
」
は
仏
教
の
「
七
宝
」
の
こ
と
、「
青
白
蓮
華
」
は
『
法
華
経
』
の
「
青
蓮
華
香
、白
蓮
華
香
」

を
典
拠
と
し
、〝
仏
骨
〞
を
意
味
す
る
。
ま
た
、「
蓮
華
」
に
つ
い
て
は
、
江
淹
の
「
蓮
華
賦
」
に
も
「
植
東
國
之
流
詠
、
出
西
極
而
擅
名
」

と
、〝
西
極
〞
則
ち
〝
大
秦
〞
の
地
に
産
す
る
華
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
、「
遂
古
篇
」
の
「
四
海

の
外
」
の
西
の
果
て
「
大
秦
」
に
は
、
西
方
に
極
楽
浄
土
を
求
め
る
仏
教
的
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
見
な
せ
よ
う
。
遙
か
西
の

海
の
彼
方
、
色
と
り
ど
り
の
鉱
物
玉
石
を
産
み
、
仏
華
蓮
華
の
咲
き
誇
る
地
、
煌
び
や
か
な
仏
界
の
七
宝
に
彩
ら
れ
た
荘
厳
な
宮
殿
が
聳

え
る
最
果
て
の
国
「
大
秦
」
は
、
恐
ら
く
、
江
淹
の
『
山
海
経
』
的
世
界
に
お
い
て
、
こ
の
世
に
確
実
に
存
在
す
る
理ユ

ー
ト
ピ
ア

想
郷
で
あ
っ
た
。

３―

２
、
江
淹
に
於
け
る
『
山
海
経
』―

実
在
す
る
遙
か
な
る
時
空

―

「
遂
古
篇
」
の
末
尾
に
「
茫
茫
造
化
、
理
難
循
兮
」
と
慨
嘆
す
る
様
に
、
江
淹
に
と
っ
て
、
造
化
の
理
は
不
可
知
で
あ
っ
た
。「
造
化
」

の
理
は
判
ら
な
い
、
ゆ
え
に
、
江
淹
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
道
教
で
あ
れ
仏
教
で
あ
れ
そ
れ
ぞ
れ
の
説
く
世
界
が
、〝
現
実
に
存
在
す

る
事
物
〞
を
通
じ
て
立
証
さ
れ
て
ゆ
く
事
自
体
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
遂
古
篇
」
の
第
三
段
落
に
、「
漢
鑿
昆
明
、
灰
炭
全
兮
。（
漢
の
武
帝
の
御
代
に
昆
明
池
を
鑿
つ
と
、
灰
炭
が
そ
の
ま
ま
保
存
さ
れ
て

い
た
。」）
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
梁
の
慧
皎
（
四
九
六―
五
五
四
）『
高
僧
伝
』
の
「
竺
法
蘭
」
に
見
え
る
次
の
よ
う
な
記
載

を
踏
ま
え
た
も
の
で
（
58
）

あ
る
。「
漢
の
武
帝
の
時
代
、
武
帝
が
東
方
朔
に
、
昆
明
池
の
底
か
ら
出
て
き
た
灰
の
由
来
を
聞
い
た
が
、
判
ら

な
か
っ
た
。
し
か
し
高
僧
の
法
蘭
に
由
れ
ば
、
そ
れ
は
世
界
の
終
末
に
劫
火
が
焼
き
尽
く
し
た
時
の
灰
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
。」
江
淹

に
と
っ
て
、
こ
の
様
に
仏
典
に
説
か
れ
る
世
界
も
ま
た
、
汲
冢
書
に
於
け
る
『
穆
天
子
伝
』
の
世
界
と
同
様
に
、〝
モ
ノ
〞
の
出
土
に
よ
っ
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て
、
現
実
の
も
の
と
し
て
証
明
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
江
淹
は
道
教
で
あ
れ
仏
教
で
あ
れ
拘
泥
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
後
半
生
の
江
淹
の
心
を
と
ら
え
た
の
は
、「
史
伝
」
や
、
い
か
に
奇
異
で
あ
っ
て
も
、
現
実
に
存
在
す
る
事
物
に
よ
っ
て
、

往
古
や
域
外
の
世
界
が
立
証
さ
れ
る
と
い
う
現
象
、
す
な
わ
ち
、
郭
璞
が
語
っ
た
「
精
驗
濳
效
、
絶
代
縣
符
（
ま
ぎ
れ
も
な
い
証
拠
が
現

れ
、
時
代
を
経
て
遥
か
に
符
号
す
る
）」（
郭
璞
『
注
山
海
経
序
』）
こ
と
の
喜
び
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
喜
び
に
支
え
ら
れ
つ
つ
、
江
淹
が
志
し
た
『
山
海
経
』
の
補
欠
と
は
、
既
知
の
情
報
を
一
つ
一
つ
積
み
重
ね
、
茫
漠
た
る
未
知
の
時
空

に
対
し
て
確
実
な
時
空
を
押
し
広
げ
て
ゆ
く
作
業
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

結
語

漢
と
唐
と
い
う
巨
大
帝
国
に
挟
ま
れ
た
六
朝
と
い
う
時
代
は
、
北
方
胡
族
と
の
戦
い
に
破
れ
た
漢
族
が
、
南
方
の
地
に
閉
じ
こ
め
ら
れ

た
四
百
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
閉
ざ
さ
れ
た
南
方
の
地
に
短
命
の
王
朝
が
目
ま
ぐ
る
し
く
交
代
し
、
帝
位
を
巡
る
凄
惨
な
争
い
が
繰
り
広
げ

ら
れ
た
六
朝
宋
斉
梁
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
江
淹
が
、
確
実
に
こ
の
世
に
繋
が
る
も
の
と
し
て
『
山
海
経
』
の
広
大
な
時
空
の
実
証
作

業
に
専
心
し
た
の
は
、
あ
る
い
は
、
自
ら
が
身
を
置
い
た
現
実
世
界
を
覆
う
閉
塞
感
ゆ
え
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
同
じ
六
朝
期
に
あ
っ
て
も
、『
山
海
経
』
の
世
界
に
何
を
託
し
、
求
め
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
詩
人
に
よ
っ
て
様
々
な
ス
タ
ン

ス
が
あ
っ
た
。
江
淹
以
前
に
、『
山
海
経
』
を
文
学
の
素
材
と
し
た
作
品
に
は
、
郭
璞
『
山
海
経
図
讃
』
と
共
に
、
陶
淵
明
「
読
山
海
経
」

が
著
名
で
あ
る
。
興
膳
宏
氏
は
、
両
者
を
比
較
し
、『
山
海
経
』
の
世
界
を
事
実
と
し
て
実
感
す
る
の
は
陶
淵
明
の
態
度
で
は
な
い
と
し
、

「
郭
璞
は
、「
注
釈
」
に
よ
っ
て
、
陶
淵
明
は
「
詩
」
に
よ
っ
て
そ
の
関
心
を
示
す
と
い
う
の
も
、
二
人
の
『
山
海
経
』
世
界
へ
の
態
度
の
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違
い
を
象
徴
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
一
九
（
59
）

六
四
）。
こ
の
指
摘
を
江
淹
の
『
赤
県
経
』
編
纂
事
業
ま
で
敷
衍
す
る
と
す
れ
ば
、
江
淹

が
「『
山
海
経
』
の
闕
を
補
う
」
と
い
う
目
的
で
『
赤
県
経
』
を
編
纂
せ
ん
と
し
た
態
度
は
、『
山
海
経
図
讃
』
の
よ
う
な
文
学
作
品
に
留

ま
ら
ず
「
注
釈
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
『
山
海
経
』
世
界
に
関
わ
っ
た
郭
璞
の
態
度
に
よ
り
近
い
と
言
え
よ
う
。

郭
璞
は
『
注
山
海
経
序
』
で
、〝
夏
后
の
事
蹟
〞、〝
八
荒
の
事
〞
を
後
世
に
伝
え
る
、
と
い
う
『
山
海
経
』
注
釈
の
意
義
を
唱
え

た
（
60
）

あ
と
、
末
尾
を
こ
う
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

非
天
下
之
至
通
、
難
與
言
『
山
海
』
之
義
矣
。
嗚
呼
！
達
觀
博
物
之
客
、
其
鑒
之
哉
。

【
訳
】
天
下
の
賢
者
で
な
け
れ
ば
、『
山
海
』
の
深
義
を
共
に
語
る
事
は
難
し
い
。
あ
あ
！
博
学
達
識
の
客
よ
、
よ
く
よ
く
鑑
み
ら
れ

ん
事
を
！

（
郭
璞
『
注
山
海
經
序
』）

郭
璞
が
非
業
の
死
を
遂
げ
て
か
ら
百
二
十
年
後
、
こ
の
呼
び
か
け
を
受
け
止
め
た
の
が
、
江
淹
で
あ
っ
た
。『
山
海
経
』
の
よ
う
に
本

草
医
薬
、
神
話
、
地
理
等
、
多
彩
な
内
容
を
持
つ
書
物
の
補
欠
は
、
恐
ら
く
「『
斉
史
』「
十
志
」
を
著
し
て
そ
の
才
を
示
し
た
」（『
史
通
』

「
古
今
正
史
」）
江
淹
の
よ
う
な
、
博
学
多
才
の
人
物
に
よ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
可
能
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
始
め
ら
れ
た
『
山

海
経
』
の
「
闕
を
補
う
」
作
業
は
、
郭
璞
注
を
熟
読
、
検
討
す
る
こ
と
の
絶
え
ざ
る
繰
り
返
し
で
あ
っ
た
ろ
う
。

〝
五
色
の
筆
〞
は
、実
は
、郭
璞
に
返
さ
れ
る
事
無
く
、後
半
生
に
至
り
、前
半
生
と
は
違
っ
た
形
で
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

1

鍾
嶸
『
詩
品
』「
中
品
」「
梁
光
禄
江
淹
詩
」「
初
、
淹
罷
宣
城
郡
、
遂
宿
冶
亭
、
夢
一
美
丈
夫
。
自
稱
郭
璞
。
謂
淹
曰
、「
吾
有
筆
在
卿
處
多
年
矣
、

可
以
見
還
。」
淹
探
懷
中
、
得
五
色
筆
以
授
之
。
爾
後
爲
詩
、
不
復
成
語
、
故
世
傳
江
淹
才
盡
。」（
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
九
六
）

2

高
橋
和
巳
「
江
淹
の
文
学
」（『
吉
川
博
士
退
休
記
念
中
国
文
学
論
集
』
筑
摩
書
房
一
九
六
八
）、
曹
道
衡
「
江
淹
的
擬
古
詩
及
其
他
」（『
中
国
古
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典
文
学
論
叢
（
第
一
輯
）』
一
九
八
四
）

3
『
南
史
』「
江
淹
傳
」「
凡
所
著
述
、自
撰
爲
前
後
集
、并
齊
史
十
志
、並
行
於
世
。
嘗
欲
爲
赤
縣
經
以
補
山
海
之
闕
、竟
不
成
」（
中
華
書
局
一
九
九
七
）（
傍

点
は
筆
者
。
以
下
同
じ
）

4

明
胡
之
驥
『
江
文
通
集
彙
注
』「
凡
例
」
八
「『
南
史
』
曰
、淹
嘗
欲
爲
『
赤
縣
經
』
以
補
『
山
海
』
之
闕
、竟
不
成
。
余
按
、宣
城
刻
拾
遺
『
遂
古
篇
』、

亦
彷
彿
『
山
經
』
之
義
、
今
収
入
詳
註
之
。」（
中
華
書
局
一
九
八
二
）、
同
書
所
収
「
遂
古
篇
」
胡
之
驥
評
「
南
史
曰
、
淹
嘗
欲
為
『
赤
県
経
』、
以

補
『
山
海
』
之
闕
、
竟
不
成
。
驥
按
、
遂
古
篇
、
大
略
彷
彿
耳
。」

こ
こ
で
胡
之
驥
の
謂
う
「
宣
城
刻
」
と
は
、「
凡
例
」
で
胡
之
驥
自
ら
触
れ
る
「
宣
城
梅
刻
」、則
ち
「
梅
鼎
祚
本
」
の
事
。『
江
文
通
集
彙
註
』
は
、

萬
暦
二
六
（
一
五
九
八
）、
明
の
胡
之
驥
が
梅
鼎
祚
刻
本
を
底
本
と
し
、
明
の
汪
子
賢
輯
本
『
漢
魏
諸
名
家
集
』「
江
文
通
集
」
を
加
え
て
校
訂
し
加

注
し
た
も
の
。
本
稿
で
は
、
中
華
書
局
本
『
江
文
通
集
彙
註
』（
李
長
路
ら
校
点
、
中
華
書
局
一
九
八
二
、
以
下
『
彙
注
』）
を
用
い
た
が
、『
彙
注
』

本
に
は
明
示
さ
れ
な
い
注
釈
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、『
江
淹
集
校
注
』（
愈
紹
初
・
張
亞
新
、
中
州
古
籍
出
版
社
一
九
九
四
、
以
下
『
校
注
』）
に
多

く
を
拠
っ
た
。
年
譜
に
つ
い
て
は
、『
六
朝
作
家
年
譜
輯
要
』
下
冊
・
愈
紹
初
「
江
淹
年
譜
」（
黒
竜
江
教
育
出
版
社
一
九
九
九
）
及
び
蕭
合
姿
『
江

淹
及
其
作
品
研
究
』
第
二
章
附
「
江
淹
年
表
（
附
作
品
繋
年
）」（
文
津
出
版
社
二
○
○
○
）
を
参
照
し
た
。

5
『
史
記
』「
大
宛
傳
」
論
讚
「
太
史
公
曰
、・・・
今
自
張
騫
使
大
夏
之
後
也
、
窮
河
源
、
悪
睹
本
紀
所
謂
崑
崙
者
乎
。
故
言
九
州
山
川
、
尚
書
近
之
矣
。

至
禹
本
紀
、
山
海
經
所
有
怪
物
、
余
不
敢
言
之
也
。」（
中
華
書
局
一
九
八
二
）

6

郭
璞
『
注
山
海
經
序
』「
世
之
覧
『
山
海
經
』
者
、
皆
以
其

誕
迂
誇
、
多
奇
怪
俶
儻
之
言
、
莫
不
疑
焉
。
試
論
之
曰
、
荘
生
有
云
、「
人
之
所
知
、

莫
若
其
所
不
知
。」
吾
於
『
山
海
經
』
見
之
矣
。・・・
司
馬
遷
敍
『
大
宛
傳
』
亦
云
、「
自
張
騫
使
大
夏
之
後
、窮
河
源
、悪
覩
所
謂
昆
侖
者
乎
？
至
『
禹

本
紀
』、『
山
海
經
』
所
有
怪
物
、余
不
敢
言
也
。」
不
亦
悲
乎
！
」（
袁
珂
『
山
海
經
校
注
』
巴
蜀
書
社
一
九
九
六
）、興
膳
宏
氏
も
ま
た
、郭
璞
が
『
山

海
経
』
を
事
実
の
記
録
と
し
て
認
識
し
て
い
た
事
を
指
摘
す
る
。（
興
膳
宏
「
詩
人
と
し
て
の
郭
璞
」『
中
国
文
学
報
』
一
九
・
一
九
六
四
、
同
氏
『
乱

世
を
生
き
る
詩
人
た
ち
』
研
文
出
版
二
○
○
一
所
収
）
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7　

脚
注
六
、
興
膳
論
文
（
一
九
六
四
）、
黒
田
真
美
子
「
江
淹
の
叙
景
表
現
に
つ
い
て―

そ
の
色
彩
を
中
心
と
し
て
」（『
お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国

文
学
会
報
』
二
十
・
二
○
○
一
）

8

拙
稿
「
江
淹
「
五
色
の
筆
」
新
考―

『
山
海
経
』・
郭
璞
の
系
譜
か
ら―

」『
中
国
詩
文
論
叢
』
二
一
・
二
○
○
二
）

9

郭
璞
『
注
山
海
經
序
』「
案
『
史
記
』
説
穆
王
得
盗
驪

耳
驊
之
驥
、使
造
父
御
之
、以
西
巡
狩
、見
西
王
母
、樂
而
忘
歸
、亦
與
『
竹
書
』
同
。『
左

傳
』
曰
、「
穆
王
欲
肆
其
心
、使
天
下
皆
有
車
轍
馬
跡
焉
。」『
竹
書
』
所
載
、則
是
其
事
也
。（
略
）
若
『
竹
書
』
不
濳
出
於
千
載
、以
作
徴
於
今
日
者
、

則
『
山
海
』
之
言
、
其
幾
乎
廢
矣
。」

10
『
晉
書
』「
郭
璞
」「
璞
好
經
術
、
博
學
有
高
才
（
略
）。
好
古
文
奇
字
、
妙
於
陰
陽
算
暦
。」（
中
華
書
局
一
九
九
六
）

11

郭
璞
『
山
海
經
圖
讚
』「
中
山
経
」「
赤
銅
」「
昆
吾
之
山
、
名
銅
所
在
。
切
玉
如
泥
、
火
炎
其
采
。
尸
子
所
歎
、
驗
之
汲
宰
。」（
厳
可
均
『
全
上

古
三
代
秦
漢
三
國
六
朝
文
』
中
華
書
局
一
九
九
五
）

12

江
淹「
赤
虹
賦
」「
視
鱣
岫
之
吐
翕
、看

梁
之
交
積
」（『
竹
書
紀
年
』下「
周
穆
王
三
十
七
年
、伐
越
、大
起
九
師
、東
至
于
九
江
、叱

廃
以
爲
梁
。」）、

「
淸
思
詩
五
首
：
第
二
首
」「
白
雲
瑶
池
曲
、上
使
淚
淫
淫
」（『
穆
天
子
傳
』
卷
三
「
天
子
觴
西
王
母
于
瑶
池
上
。
西
王
母
爲
天
子
謡
曰
；
「
白
雲
在
天
、

山
陵
自
出
。
道
理
悠
遠
、
山
川
間
之
」）、「
恨
賦
」「
方
架

以
爲
梁
、
巡
海
右
以
送
日
」（『
竹
書
紀
年
』
下
・
同
上
）、「
雲
山
讚
四
首
：
白
雲
畫
讚
」

「
蕭
瑟
玉
池
上
、
容
裔
帝
臺
前
」（『
穆
天
子
傳
』
卷
三
・
同
上
）、「
采
菱
」「
乗

非
逐
俗
、
駕
鯉
乃
懐
仙
」（『
竹
書
紀
年
』
下
・
同
上
）
等
。

13
『
南
史
』「
江
淹
傳
」「
永
明
三
年
、
兼
尚
書
左
丞
。
時
襄
陽
人
開
古
冢
、
得
玉
鏡
及
竹
簡
古
書
、
字
不
可
識
。
王
僧
虔
善
識
字
體
、
亦
不
能
諳
、

直
云
似
是
科
斗
書
。
淹
以
科
斗
字
推
之
、
則
周
宣
王
之
前
也
。
簡
殆
如
新
。」

14

江
淹
「
銅
剣
讚
」「
永
明
初
、
始
造
舊
宮
。
鑿
東
北
之
地
、
皆
平
岡
迤
隴
、
尤
多
古
冡
墓
。
有
人
得
銅
劍
、
長
尺
五
寸
、
余
既
借
看
、
歎
其
古
異
。

客
有
謂
余
曰
；
「
古
時
乃
以
銅
爲
兵
乎
？
其
可
得
而
聞
不
？
」
余
笑
而
應
曰

：

此
證
據
甚
多
、殆
不
俟
言
。
卿
既
欲
知
、輒
具
言
之
。
余
按
『
山
海
經
』

曰
：

「
昆
吾
之
山
、
其
上
多
赤
銅
。」
郭
璞
註
曰

：

「
此
山
出
金
如
火
、
以
之
切
玉
、
如
割
泥
也
。」
周
穆
王
時
、
西
戎
獻
之
、
尸
子
所
爲
昆
吾
之
劍

也
。『
越
絶
書
』
曰
「
赤

之
山
、
破
而
出
錫
。
若
邪
之
谿
、
涸
而
出
銅
、
歐
冶
鑄
以
為
鈍
鉤
之
剣
。」
又
汲
冢
中
、
得
一
銅
劍
、
長
三
尺
五
、
乃
今
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所
記
干
將
者
、
亦
皆
非
鐵
也
、
明
古
者
以
銅
錫
爲
兵
器
也
。『
周
書
』
稱
穆
王
時
、
征
犬
戎
、
得
昆
吾
之
劍
。
火
浣
布
、
長
尺
有
咫
。
又
有
煉
銅
赤
刀
、

割
玉
如
泥
焉
。（
略
）」

15

江
淹
「
銅
剣
讚
」「
昔
余
爲
呉
興
令
、
鑿
池
又
獲
銅
箭
鏑
數
十
枚
。
時
有
人
復
於
彼
山
中
伐
木
、
得
銅
斧
一
口
。
古
銅
鑄
爲
兵
、
豈
為
一
據
？
故

備
言
其
詳
、
以
發
子
之
蒙
矣
。」

16
『
江
文
通
集
』「
自
序
」「
淹
字
文
通
、濟
陽
考
城
人
（
略
）
所
誦
詠
者
、蓋
二
十
萬
言
。
而
愛
奇
尚
異
、深

有
遠
識
、常
慕
司
馬
長
卿
、梁
伯
鸞
之
徒
、

然
未
能
悉
行
也
。」

17
『
晉
書
』「
王
隱
傳
」「
太
興
初
、
典
章
稍
備
、
乃
召
隱
及
郭
璞
倶
爲
著
作
郞
、
令
撰
晉
史
。」
他
。

18
『
梁
書
』「
江
淹
傳
」「
凡
所
著
述
百
餘
篇
、
自
撰
爲
前
後
集
、
并
齊
史
十
志
、
并
行
於
世
。」（
中
華
書
局
一
九
九
五
）

19

劉
知
幾
『
史
通
』「
古
今
正
史
」「
齊
史
、
江
淹
始
受
詔
著
述
、
以
爲
史
之
所
難
、
無
出
於
志
、
故
先
著
十
志
、
以
見
其
才
。
沈
約
復
著
齊
紀
二
十
篇
。

梁
天
監
中
、
大
尉
録
事
蕭
子
顯
啓
撰
齊
史
。」（
浦
起
龍
釋
『
史
通
通
釈
』
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
八
七
）

20
『
後
漢
書
』「
蔡
邕
傳
」
に
、「
収
付
延
尉
治
積
、邕
陳
辭
謝
、乞
鯨
首

足
、繼
成
漢
史
」
と
あ
る
の
に
よ
り
、仮
に
『
漢
史
』
に
比
定
す
る
。
ま
た
『
史

通
』「
古
今
逸
史
」
に
は
、「
而
（
蔡
）
邕
別
作
朝
會
、
車
服
二
志
。」
と
い
い
、「
朝
會
志
」「
輿
服
志
」
を
編
纂
し
た
と
あ
る
の
で
、
江
淹
は
こ
れ

を
参
照
し
た
も
の
と
み
て
良
か
ろ
う
。

21　

王
琳『
六
朝
辭
賦
史
』第
五
章「
南
朝
賦
」第
五
節「
写
景
抒
情
賦
巨
子
・
江
淹
」（
黒
竜
江
教
育
出
版
社
一
九
八
八
）、蕭
合
姿『
江
淹
及
其
作
品
研
究
』

第
三
章
「
江
淹
詩
歌
研
究
」（
文
津
出
版
社
二
○
○
○
）

22

石
本
道
明
「
江
淹
「
遂
古
篇
」
と
楚
辭
「
天
問
」
に
つ
い
て―

本
文
解
読
と
そ
の
比
較
」（『
國
學
院
大
學
紀
要
』
四
二
・
二
○
○
四
）

23

中
野
将
「
江
淹
集
の
變
遷
」（『
中
国
古
典
研
究
』
三
三
・
一
九
八
八
）

24

本
稿
で
は
、中
野
氏
の
論
考
に
従
っ
て
、江
淹
の
前
後
自
撰
集
を
『
江
淹
集
』
と
総
称
す
る
。（
江
淹
の
自
撰
集
を
『
江
淹
集
』
と
称
す
る
の
は
『
隋

書
経
籍
志
』
の
記
載
が
最
古
の
例
。）
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25
『
南
齊
書
』「
檀
超
傳
」「
建
元
二
年
、
初
置
史
官
、
以
超
與
驃
騎
記
室
江
淹
史
職
。」（
中
華
書
局
一
九
九
七
）、『
梁
書
』「
江
淹
傳
」「
建
元
初
、

又
爲
驃
騎
豫
章
王
記
室
、
帯
東
武
令
、
參
掌
詔
册
、
并
典
國
史
。（
略
）
永
明
初
、
遷
驍
騎
將
軍
、
掌
國
史
。」、『
江
文
通
集
』「
自
序
」「
受
禅
之
後
、

又
爲
驃
騎
豫
章
王
記
室
參
軍
、
鎭
東
武
令
、
參
掌
詔
册
、
並
典
國
史
。」（
括
弧
内
西
暦
年
・
筆
者
加
筆
）

26
「
遂
古
篇
」
第
一
段
落
に
記
載
の
神
や
地
名
の
う
ち
、『
山
海
經
』
と
重
な
る
の
は
次
の
通
り
。「
女
媧
」（
大
荒
西
經
）「
共
工
」（
海
内
經
）「
不
周
山
」

（
西
山
經
）「
河
洛
」（
大
荒
東
經
）「
蚩
尤
」（
大
荒
南
經
）「
羿
」（
海
内
經
）「
夏
開
」（
大
荒
西
經
・
海
内
南
經
）「
夸
父
」（
海
外
北
經
）「
尋
木
」（
海

外
北
經
）「
穆
王
」（
注
山
海
經
敍
）「
王
母
」「
青
鳥
」（
西
山
經
他
）「
昆
侖
墟
」（
海
内
西
經
）。
こ
の
う
ち
、『
楚
辭
』「
天
問
」
に
も
記
載
さ
れ
る
神
は
、

「
女
媧
」「
羿
」「
夏
后
啓
」「
穆
王
」。『
山
海
經
』
中
に
記
載
さ
れ
な
い
の
は
、「
女
岐
」（
天
問
）「
常
娥
」（『
淮
南
子
』「
覧
冥
」）「
豊
隆
」（『
楚
辞
』

「
離
騒
」）「
傅
説
」（『
莊
子
』「
大
宗
師
篇
」）
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
所
載
す
る
神
々
・
国
名
の
点
か
ら
み
て
も
、「
遂
古
篇
」
は
『
山
海
経
』

的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
と
言
え
る
。

27

郭
璞
は
ま
た
「
長
臂
」「
両
面
」
な
ど
の
註
を
明
ら
か
に
『
東
夷
傳
』
に
拠
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
出
典
を
明
記
し
な
い
。
こ
う
し

た
注
釈
の
不
徹
底
さ
は
、
黄
侃
に
「
襲
舊
而
不
明
擧
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
郭
璞
注
の
欠
点
で
あ
り
（
黄
侃
『
論
学
雑
著
』
所
載
『
爾
雅
』
に

つ
い
て
の
論
。
郭
璞
注
の
不
備
に
対
す
る
黄
侃
の
言
に
つ
い
て
は
、
桜
井
龍
彦
「
郭
璞
『
山
海
経
』
注
の
態
度
（
上
下
）」『
中
京
大
学
教
養
論
叢
』

三
四
〈
四
〉・
三
五
〈
一
〉
に
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
）、
江
淹
に
『
山
海
経
』
補
欠
作
業
を
促
し
た
要
因
と
も
見
な
せ
よ
う
。

28

例
え
ば
郭
璞
『
山
海
經
圖
讚
』
で
は
「
三
身
一
臂
國
」
の
人
を
讃
じ
、「
品
物
流
形
、以
散
混
沌
。
増
不
爲
多
、減
不
爲
損
。
厥
變
難
原
、請
尋
其
本
。」

と
い
う
。

29

劉
歆
『
山
海
經
敍
録
』「
孝
武
皇
帝
時
嘗
有
獻
異
鳥
者
、
食
之
百
物
、
所
不
肎
（
肯
）
食
。
東
方
朔
見
之
、
言
其
鳥
名
、
又
言
所
當
食
、
如
朔
言
。

問
朔
何
以
知
之
、
即
『
山
海
經
』
所
出
也
。」（
袁
珂
『
山
海
經
校
注
』
巴
蜀
書
社
一
九
九
六
）

30

劉
歆
『
山
海
經
敍
録
』「
孝
宣
帝
時
、
撃
磻
石
於
上
郡
、
陥
得
石
室
、
其
中
有
反
縛
盗
械
人
。
時
臣
秀
父
向
爲
諫
議
大
夫
、
言
此
貳
負
之
臣
也
。

詔
問
何
以
知
之
、亦
以
『
山
海
經
』
對
。
其
文
曰
、「
貳
負
殺

窳
。
帝
乃
梏
之
疏
屬
之
山
、桎
其
右
足
、反
縛
兩
手
。」
上
大
驚
。
朝
士
由
是
多
奇
『
山
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海
經
』
者
、
文
學
大
儒
皆
讀
學
、
以
爲
奇
可
以
考
禎
祥
變
怪
之
物
、
見
遠
國
異
人
之
謡
俗
。」

31

郭
璞
『
注
山
海
經
序
』「
世
之
所
謂
異
、
未
知
其
所
以
異
；
世
之
所
謂
不
異
、
未
知
其
所
以
不
異
。
何
者
？
物
不
自
異
、
待
我
而
後
異
、
異
果
在
我
、

非
物
異
也
。（
略
）
夫
翫
所
習
見
而
奇
所
希
聞
、
此
人
情
之
常
蔽
也
。」

32

郭
璞
が
「
侏
儒
國
」
を
「
黒
歯
國
」
の
注
に
記
載
し
な
い
の
は
、或
い
は
『
山
海
經
』
に
、同
じ
〝
こ
び
と
の
国
〞
で
「
侏
儒
」
と
の
音
通
で
あ
る
「
焦

饒
國
」（
海
外
南
経
）、「
周
僥
國
」（
海
外
南
經
）
と
い
っ
た
国
の
記
載
が
あ
る
た
め
か
も
知
れ
な
い
が
、
江
淹
が
そ
れ
ら
を
継
承
せ
ず
に
「
東
夷
傳
」

の
記
述
を
以
て
補
う
の
は
、「
焦
饒
國
」「
周
僥
國
」
の
郭
注
に
引
く
の
が
史
書
で
は
な
く
主
に
緯
書
で
あ
る
事
に
も
因
る
で
あ
ろ
う
（
附
表
Ⅱ
参
照
）。

33
「
遂
古
篇
」
の
「
倭
国
」
↓
「
黒
歯
」
↓
「
裸
民
」
↓
「
侏
儒
」
と
い
う
描
写
順
が
史
書
や
郭
璞
注
と
違
う
の
は
、「
身

」「
民

」「
隣

」
と
い
う
押
韻
を
優
先
さ
せ
た
た
め
だ
ろ
う
。

34

西
嶋
定
生
『
中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
第
二
章
「
東
ア
ジ
ア
世
界
と
冊
封
体
制―

六
〜
八
世
紀
の
東
ア
ジ
ア―

」（
東
京
大
学
出
版
会

一
九
八
三
）
参
照
。

35
『
宋
書
』「
夷
蠻
・
倭
國
」「
太
祖
元
嘉
二
十
年
（
四
四
三
）、倭
國
王
濟
遣
使
奉
獻
、復
以
爲
安
東
將
軍
、倭
國
王
。（
略
）
順
帝
昇
明
二
年
（
四
七
八
）、

遣
使
上
表
曰
（
略
）
詔
除
武
使
持
節
、
都
督
倭
新
羅
任
那
加
羅
秦
韓
慕
韓
六
國
諸
軍
事
、
安
東
大
將
軍
、
倭
王
。」（
中
華
書
局
一
九
九
七
）

36
『
南
齊
書
』「
東
南
夷
・
倭
國
」「
建
元
元
年
（
四
七
九
）、
進
新
除
使
持
節
、
都
督
倭
新
羅
任
那
加
羅
秦
韓
（
慕
韓
）
六
國
諸
軍
事
、
安
東
大
將
軍
、

倭
王
武
號
爲
鎮
東
大
将
軍
。」（
中
華
書
局
一
九
九
三
）『
梁
書
』「
東
夷
・
倭
」「
齊
建
元
中
（
四
七
九
）、
除
武
持
節
、
督
倭
新
羅
任
那
伽
羅
秦
韓
慕

韓
六
國
諸
軍
事
、
鎮
東
大
將
軍
。
高
祖
即
位
（
五
○
二
）、
進
武
號
征
東
大
將
軍
」『
南
史
』「
夷
貊
下
・
倭
國
」「
齊
建
元
中
（
四
七
九
）、
除
武
持
節
、

都
督
倭
新
羅
任
那
加
羅
秦
韓
慕
韓
六
國
諸
軍
事
、
鎭
東
將
軍
。
梁
武
帝
即
位
（
五
○
二
）、
進
號
征
東
將
軍
。」

37

江
淹
は
国
史
編
纂
と
同
時
期
に
多
く
の
詔
册
作
製
を
行
っ
て
お
り
、
例
え
ば
、
交
州
に
対
す
る
恩
赦
の
詔
「
賜
赦
交
州
詔
」
や
、
北
魏
軍
征
伐
の

際
の
「
北
伐
詔
」
な
ど
、
異
民
族
に
向
け
て
作
ら
れ
た
詔
册
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
様
に
、
後
半
生
の
江
淹
が
、
実
際
に
異
民
族
の
住
む
空
間
に
対

峙
す
る
職
に
あ
っ
た
事
は
、「
遂
古
篇
」
の
域
外
の
観
念
を
考
え
る
上
で
も
看
過
出
来
な
い
。
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38

江
淹
「
赤
虹
賦
」「
俄
而
、
赤

電
出
、

虬
神
驤
。
…
雖
圖
緯
之
有
載
、
曠
世
識
而
未
逢
。」、
江
淹
「
蕭
上
銅
鐘
芝
草
衆
瑞
表
」「
瑶
光
日
闡
、

玉
繩
永
休
」（『
春
秋
元
命
包
』「
玉
衡
北
兩
星
、
爲
玉
繩
」）、
江
淹
「
蕭
譲
太
傳
相
国
齊
公
十
郡
九
錫
表
・
第
二
表
」「
竊
謂
禄
爲
十
郡
、
必
俟
禹
迹

之
勤
」（『
春
秋
題
詞
』「
禹
跡
茫
々
、
畫
爲
九
州
」）
他
。

39

郭
璞
は
「
海
外
南
經
」「
貫
匈
國
」
の
記
述
に
対
し
て
、〝「
貫
胸
」「
深
目
」「
長
股
」
が
黄
帝
の
御
代
に
徳
を
慕
っ
て
入
貢
し
た
〞
と
い
う
『
尸
子
』

の
伝
を
用
い
る
が
（
附
表
Ⅳ
）、「
遂
古
篇
」
第
四
段
落
の
「
四
海
の
外
」
に
続
く
「
窮
隆
溟
海
、
又
有
民
兮
」
の
記
述
の
冒
頭
で
、
江
淹
は
〝
長
股
・

深
目
は
、ど
う
し
て
君
の
臣
下
と
言
え
よ
う
か
。〞
と
述
べ
、郭
璞
注
を
暗
に
否
定
す
る
。
ま
た
、郭
璞
は
、「
東
夷
伝
」
所
載
の
沃
沮
東
海
中
に
住
む
〝
長

袖
の
民
〞
に
比
定
す
る
「
長
臂
」
が
二
丈
（『
箋
疏
』
は
「
三
丈
」
と
注
す
）
も
の
長
さ
の
臂
を
持
つ
事
か
ら
類
推
し
て
、「
海
外
西
経
」
の
「
長
股
」

も
ま
た
三
丈
も
の
長
さ
の
足
を
持
つ
も
の
と
解
し
、「
長
股
」
の
実
在
を
も
認
め
て
い
る
が
、他
方
、江
淹
「
遂
古
篇
」
で
は
、史
書
に
見
え
な
い
「
長

股
」
に
つ
い
て
は
、「
長
臂
」「
両
面
」
等
の
「
四
海
の
外
」
の
奇
国
と
は
き
っ
ぱ
り
と
区
別
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
外
「
窮
隆
溟
海
」
の
民
と
し
て
記

述
す
る
（
附
表
Ⅳ
）。

40
『
魏
略
』
は
裴
松
之
が
最
も
多
く
補
註
す
る
逸
史
で
、
唐
の
劉
知
幾
『
史
通
』
に
は
正
史
に
列
せ
ら
れ
る
。

41

脚
注
八
参
照
。
江
淹
作
品
に
見
え
る
鑛
物
愛
好
は
已
に
「
銅
劍
贊
」
に
確
認
し
た
が
、こ
の
ほ
か
「
空
青
賦
」「
丹
砂
可
学
賦
」「
扇
上
綵
畫
賦
」
な
ど
、

他
に
は
類
例
の
な
い
多
く
の
風
変
わ
り
な
鑛
物
詩
賦
を
残
し
て
い
る
。

42
『
後
漢
書
』「
西
域
傳
」「
班
超
遣
掾
甘
英
窮
臨
西
海
而
還
。
皆
前
世
所
不
至
、
山
經
所
未
詳
、
莫
不
備
其
風
土
、
傳
其
珍
怪
焉
。」

43

長
沢
和
俊
氏
は
、
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
の
中
原
王
朝
の
西
域
進
出
は
、
①
三
三
六
年
の
前
涼
王
張
駿
の
高
昌
郡
設
置
②
三
八
二―

三
八
三
年
の
前
秦
の
将
軍
呂
光
の
亀
慈
遠
征
③
四
四
三―

四
四
八
年
の
北
魏
の
万
度
帰
の
西
征
の
三
度
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
一
過
性
の
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
。（
同
氏
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
』
講
談
社
学
術
文
庫
一
九
九
三
、一
六
八
頁
）
参
照

44

高
橋
和
巳
氏
（
一
九
六
八
）
が
、
江
淹
文
学
に
見
る
玄
学
志
向
や
神
仙
道
家
へ
の
憬
れ
を
説
き
、
蕭
合
姿
氏
（
二
○
○
○
）
も
三
教
か
ら
の
影
響

を
指
摘
し
つ
つ
、「
此
種
釈
道
思
想
在
文
通
詩
中
極
為
常
見
、
尤
以
道
家
思
想
最
為
常
見
。」（「
第
三
節
・
江
淹
思
想
與
交
遊
」
四
三
頁
）
と
道
家
的
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思
想
が
濃
厚
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
様
に
、
道
家
道
教
を
江
淹
の
思
想
と
し
て
重
視
す
る
説
は
少
な
く
な
い
。

45

銭
志
熙
「
江
淹
〝
才
盡
〞
原
因
新
探
」（『
電
大
教
学
』
一
九
九
二
年
第
四
五
期
）

46
『
春
秋
』
莊
公
七
年
「
夏
四
月
辛
卯
、
夜
、
恒
星
不
見
。
夜
中
、
星
隕
如
雨
。」『
左
傳
』「
夜
明
也
。」

47

支
謙
『
太
子
瑞
應
本
起
經
』「
到
四
月
八
日
夜
明
星
出
時
、
化
従
右
脇
従
生
堕
地
、
即
行
七
歩
。
擧
右
手
住
而
言
、
天
上
天
下
、
唯
我
為
尊
。・
・
・

是
時
、
天
地
大
動
、
宮
中
盡
明
。」（『
大
正
大
蔵
經
』
第
二
巻
「
本
縁
部
」

185

）

48

沈
約
「
答
陶
隠
居
『
難
「
均
聖
論
」』」
引
陶
弘
景
「
難
鎮
軍
〈
均
聖
論
〉」
の
要
約
文
と
し
て
「
難
云
；
釈
迦
之
現
、
近
在
荘
王
、
唐
・
虞
・
夏
・

殷
、
何
必
已
有
？
周
公
不
言
、
恐
由
来
出
、
非
関
宜
隠
。
…
」（『
沈
約
集
校
箋
』
浙
江
古
籍
出
版
社
一
九
九
五
）
と
あ
る
。

49

沈
約
「
答
陶
隠
居
『
難
「
均
聖
論
」』」「
答
曰
；
①
釋
迦
出
世
、年
月
不
可
得
知
、佛
經
既
無
年
曆
注
記
、此
法
又
未
東
流
、何
以
得
知
是
周
莊
之
時
？

不
過
以
『
春
秋
』
魯
莊
七
年
四
月
辛
卯
、
恒
星
不
見
爲
据
、
三
代
年
既
不
同
、
不
知
外
國
用
何
暦
法
？
何
因
知
魯
莊
之
四
月
、
是
外
國
之
四
月
乎
？

若
外
國
用
周
正
耶
、
則
四
月
辛
卯
長
曆
推
是
五
日
、
了
非
八
日
。
若
用
殷
正
耶
、
周
之
四
月
、
殷
之
三
月
。
用
夏
正
耶
、
周
之
四
月
、
夏
之
二
月
。

都
不
與
佛
家
四
月
八
日
同
也
。
若
以
魯
之
四
月
爲
証
、
則
日
月
參
差
、
不
可
爲
定
。
若
不
以
此
爲
証
、
則
佛
生
年
月
、
無
証
可
尋
。
②
且
釋
迦
初
誕
、

唯
空
中
自
明
、
不
云
星
辰
不
見
也
。
瑞
相
又
有
日
月
星
辰
停
住
不
行
。
③
又
云
明
星
出
時
、
堕
地
行
七
歩
、
初
無
星
辰
不
現
之
語
、
與
『
春
秋
』
恒

星
不
現
、
意
趣
永
乖
。」（
①
〜
③
筆
者
加
筆
）

50

今
、
こ
の
「
恒
星
不
見
」
を
中
心
と
す
る
沈
約
と
陶
弘
景
の
一
連
の
議
論
は
、
唐
の
道
宣
（
五
九
六
―
六
六
七
）『
廣
弘
明
集
』
卷
五
「
辯
惑
篇
」

に
採
録
さ
れ
る
が
、
同
書
巻
三
の
「
歸
正
論
」
に
江
淹
「
遂
古
篇
」
が
所
載
さ
れ
て
い
る
。

51

前
掲
脚
注
四
、『
六
朝
作
家
年
譜
輯
要
』
羅
国
威
「
沈
約
任
昉
年
譜
」（
上
冊
）・
羅
国
威
「
華
陽
隠
居
陶
宏
景
年
譜
」（
下
冊
）、及
び
脚
注
四
十
七
、『
沈

約
集
校
箋
』
附
「
沈
約
事
迹
詩
文
系
年
」
参
照
。

52

袁
珂
『
山
海
經
校
注
』
で
は
、「
天
毒
疑
別
有
意
義
、
郭
以
爲
即
天
竺
國
、
天
竺
在
西
域
、
漢
明
帝
遣
使
迎
佛
骨
之
地
、
此
未
知
是
非
也
。」
と
い

う
王
崇
慶
の
評
語
を
引
き
、「
珂
案
」
と
し
て
「
天
竺
即
今
印
度
、
在
我
国
西
南
、
此
天
毒
則
在
東
北
、
方
位
迥
異
、
故
王
氏
乃
有
此
疑
。
或
者
中
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有
脱
文
譌
字
、
未
可
知
也
。」
と
述
べ
て
い
る
。

53
『
山
海
經
』「
海
内
經
」「
東
海
之
内
、北
海
之
隅
、有
國
名
曰
朝
鮮
、天
毒
。
其
人
水
居
、
人
愛
人
。」
郭
璞
注
「
天
毒
即
天
竺
國
、貴
道
徳
、有
文
書
、

金
銀
、
錢
貨
、
浮
屠
出
此
國
中
也
。
晉
大
興
四
年
、
天
竺
胡
王
獻
珍
寶
。

、
亦
愛
、
音
隠
隈
。」

54
『
山
海
經
』「
西
山
經
」「
西
南
四
百
里
、曰
昆
侖
之
丘
、是
實
惟
帝
之
下
都
、神
陸
吾
司
之
。

有
木
焉

名
曰
沙
棠
。
可
以
禦
水
。

河
水

赤
水

洋

水

黒
水
」、「
海
内
西
經
」「
海
内
昆
侖
之
虚
、在
西
北
、帝
之
下
都
。
昆
侖
之
虚
、方
八
百
里
、高
萬
仞
。
上
有
木
禾
、長
五
尋
、大
五
圍
。
面
有
九
井
、

以
爲
玉
井
檻
。
面
有
九
門
、
門
有
開
明
獸
守
之
、
百
神
之
所
在
。
在
八
隅
之
巖
、
赤
水
之
際
。」、「
大
荒
西
經
」「
西
海
之
南
、
流
沙
之
濱
、
赤
水
之
後
、

黒
水
之
前
、
有
大
山
、
名
曰
昆
侖
之
丘
。
有
神
人
面
虎
身
、
有
文
有
尾
、
皆
白
、
處
之
。
其
下
有
弱
水
之
淵
環
之
。

有
人
、
戴
勝
、
虎
齒
、
有
豹
尾
、

穴
處
、
名
曰
西
王
母
。
此
山
萬
物
盡
有
。」

55
「
崑
崙
」
と
仏
教
的
宇
宙
山
の
混
交
化
は
、
既
に
東
晋
に
始
ま
っ
て
お
り
、
例
え
ば
、
慧
遠
の
師
で
あ
る
道
安
は
「
崑
崙
」
を
「
阿
耨
達
丈
山
」

に
準
え
て
い
る
が
、
郭
璞
は
こ
う
し
た
仏
教
的
解
釈
は
一
顧
だ
に
し
な
い
の
で
あ
る
。（
晋
道
安
『
釋
氏
西
域
記
』「
阿
耨
達
丈
山
其
上
有
大
淵
水
、

宮
殿
樓
觀
甚
大
焉
。
山
即
崑
崙
山
也
。」）
ま
た
、
郭
璞
に
お
け
る
崑
崙
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
崑
崙
と
水―

郭
璞
『
山
海
経
図
讃
』「
崑
崙
丘
」
に

み
る
水
の
宇
宙
」『
松
浦
友
久
博
士
追
悼
記
念
・
中
国
古
典
文
学
論
集
』
二
○
○
六
）
に
詳
述
し
た
。

56
『
史
記
』「
趙
世
家
第
十
三
」「
造
父
幸
於
周
繆
王
。
造
父
取
驥
之
乘
匹
、
與
桃
林
盗
驪
、
驊
騮
、
緑
耳
、
獻
之
繆
王
。
繆
王
使
造
父
御
、
西
巡
狩
、

見
西
王
母
、
樂
之
忘
歸
。」

57

魯
迅
『
中
国
小
説
史
略
』「
神
話
与
伝
説
」「『
山
海
経
』
所
伝
十
八
巻
・
・
・
其
最
世
間
所
知
、
常
引
故
実
、
有
昆
侖
与
西
王
母
。」

58

慧
皎
『
高
僧
傳
』
巻
一
「
竺
法
蘭
」「
又
昔
漢
武
穿
昆
明
池
、底
得
黒
灰
、以
問
東
方
朔
。
朔
云
不
委
、可
問
西
域
人
。
後
法
蘭
既
至
、衆
人
追
以
問
之
。

蘭
云
、
世
界
終
盡
劫
火
洞
燃
、
此
灰
是
也
。」（『
大
正
大
蔵
經
』
第
五
十
巻
「
史
傳
部
二
」

二
○
五
九
）

59

前
載
脚
注
六
参
照
。

60

郭
璞
『
注
山
海
經
序
』「
庶
幾
令
逸
文
不
墜
於
世
、
奇
言
不
絶
於
今
。
夏
后
之
跡
、
靡
栞
於
將
來
、
八
荒
之
事
、
有
聞
於
後
裔
、
不
亦
可
乎
。」
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要　

第
百
五
十
一
册



　
　
【
附
記
一
】
本
小
論
は
、
日
本
中
国
学
会
第
五
十
六
回
大
会
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
き
補
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
諸
先
生
方
よ
り
貴
重
な
御

教
示
を
賜
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

【
附
記
二
】
本
小
論
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
の
交
付
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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淹
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に
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い
て


